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◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第３号のとおり 

 

◎ 開   議 

                  午前９時 

○丹野貞子議長 おはようございます。 

   本日の欠席通告議員はありません。 

   ただいまの出席議員数は14名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

○丹野貞子議長 日程第１、一般質問を行います。 

   一般質問の時間は、答弁を含め60分であり

ます。終了５分前に振鈴で知らせ、60分で打

ち切ります。 

   本日は、８番佐藤修二議員からであります。 

   ８番佐藤修二議員の一般質問を行います。 

   「８番佐藤修二議員」 

○８番（佐藤修二議員） おはようございます。 

   今回は、小学校統廃合に伴う空き施設の利

活用についてお伺いします。 

   小学校の統廃合については、あり方検討委

員会が各地域を回り、住民の多種多様な意見

に耳を傾けながら、ようやく最終段階に入り、

今年度中に答申が出るようであります。 

   ６校を幾つにするのか分かりませんが、１

校案ないし２校案が予想され、必ず空き施設

が出ることは火を見るより明らかであります。

実際どの学校が空くのか、どの学校を残すの

か、あるいは全く新しい学校を建てるのかは

未知数ですが、少なくとも４校から５校は空

き施設となります。 

   答申がなされてから統廃合になるまでも、

相当の年月がかかります。そこから空き施設

をどのように利活用するかを検討し始めると

したら、また数年の構想策定、数年の施設整

備を考えますと、単純計算でも10年近くかか

ってしまいます。それでは遅過ぎるので、空

き施設利活用検討委員会を立ち上げろとは言

いませんが、それ相応の考えを持っていなけ

ればと思います。 

   以前にも申し上げましたが、スピード感の
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ある行政運営が求められている昨今、ぜひ考

慮してほしいと思いますがいかがですか。 

   そこで１点目として、あり方検討委員会の

進捗状況をお願いします。 

   次に２点目として、空き施設の利活用につ

いての基本的な考え方についてをお願いしま

す。 

   ３点目としては、早めの構想を立案しては

と思いますが、いかがでしょうか。 

   お答えをお願いします。 

○丹野貞子議長 ８番佐藤修二議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 おはようございます。 

   ８番佐藤修二議員の一般質問にお答えいた

します。 

   小学校統廃合に伴う空き施設の利活用につ

いてお答えいたします。 

   １点目の検討委員会の進捗状況について申

し上げます。 

   本町における小学校のあり方検討委員会は、

令和４年５月30日に設置され、昨年度中は３

回の検討委員会と小学校の学区ごとの地区懇

談会を開催し、町民の方から広くご意見をい

ただきました。今年度は６月に第４回検討委

員会の開催、８月にはどんがホールを会場に

町民にも参加していただく町民参加型の検討

委員会を開催いたしました。 

   小学校のあり方検討委員会に諮問されてい

る「河北町立小学校の適正規模・適正配置に

ついて」と「河北町立小学校の今後のあり方

や将来の学校像等に対する本町の基本的な方

針について」、この点について10月と11月に

検討委員会を開催し、これまでのアンケート

調査や地区懇談会のご意見等も踏まえ、協議

が重ねられていると承知しております。小学

校のあり方検討委員会では、今月中旬をめど

に委員長から教育長に答申を予定していると

お聞きしております。 

   ２点目の空き施設の利活用について、町と

しての基本的な考え方、３点目の早めに構想

を立案してはどうか、この点について関連い

たしますので併せてお答え申し上げます。 

   小学校のあり方検討委員会においては、河

北町立小学校の今後の在り方や将来の学校

等々に対する本町の基本的な方針についての

議論を行っており、仮に統合となった場合の

各小学校の利活用についても、この検討委員

会における委員からのご意見もございました。

地域コミュニティーの拠点としての機能を持

たせることの必要性や、放課後児童クラブ、

放課後こども教室の利活用など、地域の活性

化につなげるためのご意見もいただいており

ます。 

   小学校の在り方の検討、その検討結果によ

ってはということになりますが、空き施設と

なる校舎の利活用は、町にとっても、そして

各地域にとっても極めて重要な課題となりま

す。まずは小学校の在り方の検討をしっかり

行い、その方向性や具体的方針を明確にした

上で、校舎の利活用について地域の方からの

ご意見をいただきながら、しっかりと議論し、

コンセンサスを得ながら丁寧に進めていく必

要があると考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「８番佐藤修二議員」 

○８番（佐藤修二議員） あまり具体的なことは

なかったんですが、教育長にお尋ねしますけ

れども、そのあり方検討委員会でずっと時間

をかけて、地域の声に耳を傾けてきたわけで

ありますから、もう少し詳しく地域の声がど

んなだったのかと、方向性がはっきり、まだ

答申を受けてないわけですから、はっきりし

た何校にとかということではなくても、漠然
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と大体減らす方向といいますか、統廃合にな

るだろうということに私は思っているんです

が、その辺の受け止めですね、何かありまし

たら、あり方検討委員会についてもう少し詳

しく、教育長のほうからお答えいただきたい

と思います。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 ８番の佐藤修二議員の再質問

にお答えいたします。 

   ７回ほど検討委員会を重ねてまいりました。

その内容ですけれども、やはり大方、できる

だけ早く統廃合を進めてほしい、そういう声

が多かったです。いろいろある意見の中で、

小規模校からは、やはり同級生が１人あるい

はいなくなる年もあると。それはできるだけ

避けたいと。そして、多様な人間関係を築き

ながら、豊かな人間性を築いてほしいという

ふうなご意見もありました。 

   そういったご意見を総まとめにしまして、

今最終段階を迎えているところです。先ほど

も町長答弁にもありましたように、来週をめ

どに答申をいただく予定であります。 

○丹野貞子議長 「８番佐藤修二議員」 

○８番（佐藤修二議員） あり方検討委員会で地

域を回り、ずっと地域の人の声を聞いた中で

は、多くの方から統廃合というものを早めに

進めてほしいということだったということな

ので、当然答申は２校になるか１校になるか

というのは分からないにしても、統廃合とい

う方針が出てくるんじゃないかなということ

は、もう予想されます。 

   ですので、統廃合ということを前提にちょ

っとお尋ねしていきたいと思います。統廃合

になって空き施設ができたときに、空き施設

をどう利活用するかというのがまた本当の大

事な部分でありまして、これは地域の声もあ

るし、河北町の将来ということで考えなけれ

ばならない点もあるかと思います。その空き

施設の利活用についての町の基本的なこうい

うことを考えてというか、こういうことに重

点を置いた形でとか、何か町のほうの方針は

ありますか。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 先ほど町長答弁にもあったわ

けですけれども、議員がご指摘なさっており

ますように、空き施設の利活用につきまして

は、やはりまちづくりにも連動します。そし

て、さらにはその地域の活性化にも大いに関

係してきますので、大変重要な課題だなとい

うふうに捉えているところです。 

   そういった意味で、地域の方々からご意見

をいただき、そしてしっかりと議論し、コン

センサスを得ながら丁寧に、そしてある程度

スピード感を持って取り組んでまいりたいと

考えているところです。 

○丹野貞子議長 「８番佐藤修二議員」 

○８番（佐藤修二議員） ずっと流れ的には統廃

合になるだろうということは、誰しもが予想

されていた。町長はこの統廃合になった後の

空き施設が必ず残るでしょうから、どんなこ

とを大体、夢みたいな、何か町長としてはど

んな考えを持ってらっしゃいますか。空き施

設に対して。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 今、河北町のまちづくりもそう

ですけれども、一般質問でのやり取りでも、

別な議員の方からのやり取りの中でも答弁し

たかと思いますけれども、町内の公共施設、

役場庁舎を新しくしましたけれども、町内の

公的な施設はかなり年数がたってきています。

長寿命化をいかに図っていくのか、これから

のまちづくりに向けて、どう公共施設を効率

よく将来ともしっかり使っていける内容にし

ていくのかということを、大きな町の、これ

は財政とも絡んでまいりますが、大きな課題

です。 
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   そういう中で、河北中学も間もなく50年を

迎える。あるいは各地区のセンター、様々な

公共施設を考えた場合に50年あるいは40年と

いうような形で、かなりやっぱり今後の長寿

命化に向けてどう考えるのかということが、

大きな課題になってまいります。 

   そういう中で、建設年次は各小学校差があ

りますけれども、いずれも町内の公共施設と

しては元気な施設です。建物的に。そして最

近エアコンも導入されたり、そういった意味

では公共施設としての利用価値は非常に高い

のが小学校だと、各小学校だというふうに思

っています。したがって、これをいかに町全

体としても、そしてまた各地域としてもどう

活用していくのか。幅広い選択がある中でそ

れぞれ各地域の特色があってしかるべきだと

思うし、それがこれからのまちづくりの方向

にも大きくリンクしてくる、そういう課題だ

というふうに思っています。 

   したがって、大事な課題ですのでしっかり、

まあこれは、たらればですからちょっとあれ

なんですけれども、使わなくなってからどう

しようというようなことでなくて、でもまず

今の立ち位置としては、まず小学校をどうし

ていくかと。議員もおっしゃるように、何校

にするのか、それをどういう形で整備してい

くのか。既存の学校を活用していくのかも含

めて、様々な考え方がありますので、そこを

まず整理した上で、その整理の上に立って丁

寧に、しかも大事な課題でありますので、今

後のまちづくりにも関わってきますので、こ

こをしっかり考えていく必要があるというの

が私の考えであります。 

○丹野貞子議長 「８番佐藤修二議員」 

○８番（佐藤修二議員） お答えいただいたんで

すが、おっしゃることは分かります。だけど、

僕はここで一般質問の中で、町長の夢を聞き

たい。こんなことをやりたいんだ、こういう

ふうにして生かしたらこの町はぐっとよくな

るんじゃないか、あるいは今こういうものが

足りないから、その施設が空いたらこんなこ

とをやってみたいなという、町長が議場で言

ってしまうとその言葉が独り歩きしますから、

非常に慎重に言わざるを得ないなという気持

ちも分かるんですが、町長のもう少し夢はな

いんですか。施設空いてくるわけですから。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 私の夢は、町全体としてもそう

ですが、各地域がそれぞれ歴史もそして特色

もあるコミュニティー活動、そして様々な子

育てとも絡んで、教育とも絡んでいろいろな

伝統行事も含めて、各地域で取り組まれてお

ります。これは小学校の在り方にかかわらず、

仮に幾つかになってもそこは各地域での子供

の関わりも含めて、地域コミュニティーをど

う方向づけていくのかというのは、やはり私

は各地域のやっぱりそれぞれ個性のある発展

があって、これからのまちづくりがその上に

立ってあるんだというふうに思います。 

   そういった意味で、今の時点でいろいろな

活用の方法はありますけれども、町としては

各地域の考え方をできるだけ尊重したい。一

方、町として今の限られた施設の中で、これ

からの町全体の産業振興あるいはコミュニテ

ィーづくり、あるいは子育ての環境、そうい

った原動力となる拠点、それを、やっぱりそ

このハードだけじゃなくて、そこのハードの

上に立ってそこに参加する方々があってはじ

めてまちづくりにつながる施設として生きて

くるんだと思います。 

   したがって、私の夢というのは皆さんのま

ちづくりに対する、参加するまちづくりに対

する考え方というものを十分見極めた上で、

私として公共施設の在り方、そして管理の在

り方として、これからの次世代につながるし

っかりした投資につながる公共施設というこ
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とで、私は生きた施設になることを、これを

夢と言うかどうか分かりませんけれども、そ

れが町としての大事な立ち位置かなと思って

います。 

○丹野貞子議長 「８番佐藤修二議員」 

○８番（佐藤修二議員） なかなか町長としてあ

まり具体的なことは、ちょっとここでは言い

づらいということもあるのかなと思います。 

   まず、じゃあ私から言いますが、１つはい

ろいろなスポーツ関係の関係者から、合宿所

がない。他の地域に行って合宿しなければな

らない。合宿所を造ってほしいという声は間

違いなくあります。 

   県内のあちこちの小学校も統廃合で利活用

するのに、合宿所に変更したところいっぱい

ありますね。それは例としてあるからいいで

す。例えば、全国的なところの利活用を見ま

すと、やはり芝生のサッカー場を造る。そう

すると、かなりの地域から集まるそうであり

ます。 

   ちょっと一例を言いますと、高校サッカー

ではずっと羽黒と東海山形が強くて、県でず

っと決勝なんかで争っていると。何と今年は

明正が初優勝しました。初優勝した原動力と

いうのは何かといいますと、明正さんのとこ

ろから13号線から上りますと、山にグラウン

ドがあるんです。人工芝でちゃんとしたサッ

カー場があるんです。僕はそこに何回か行き

ましたけれども、雪降って雪積もったところ

でも、今からやるんだ大会って、え、大丈夫

なのと。そこからみんなで雪はきして、それ

でそのままやれると。まあ練習試合でしたが。 

   そうしたら、高校だって芝生のグラウンド

持ってるところは県内でもほとんどないです。

そこだけあるということで、全国から集まる

んですよ、選手が。そこに行ってやりたいと。

ということで、今年度明正が初優勝、それだ

けサッカー人口が増えてるけれども、そうい

う整備はなかなかなされていない。 

   ですから、私は結構このまちはスポーツも

盛んです。卓球もカヌーも、バレーだってバ

スケットだって、バスケット今年中学校男子、

県で優勝しましたしね。女子もかなり活躍し

てますし。剣道も盛んですし、柔道も盛んで

す。ずっと県でもトップクラスを中学校では

以前はやっていました。物すごくスポーツ熱

があって、スポーツレベルの高い、意識の高

い地域だと思います、河北町は。 

   そういった意味では、やっぱり１つはスポ

ーツセンター的なスポーツの拠点をつくって

ほしいと思います。当然グラウンドは芝生に

してほしいんですが、ただ対象が中学校と小

学校、高校となると、グラウンドの大きさも

違うし、いろいろなことがありますから、そ

こはどこに重心を置くかは別としても、やっ

ぱり求められているのが芝生の競技場、これ

は土のグラウンドというのは、関係者に言わ

せるとコンクリートの上でやってると同じだ

そうです。滑り込むと擦りむく、転ぶとけが

をする。これが芝生ですと、全然けがしない。

痛くしない。だから、思い切ったプレーがで

きる。 

   だから、芝生のグラウンドでやれるところ

は伸びるんだそうです。思い切ったプレーが

できるんです。でも、土のグラウンドですと

恐る恐るしなければならないプレーがいっぱ

い出てくる。そういう意味で求められていて、

全国的にもそういう意味でのスポーツセンタ

ーにして、合宿所、もちろんシャワールーム

あるいは食事できるところ、ミーティングす

るところ、宿泊施設にそういったグラウンド

整備をやったところなんかがすごく生きてい

るということで、これは１つの例ですね。 

   こんなことがありますので、それも１つ考

えていただきたいと思いますが、どなたかそ

れに、私はそんなことを１つの例としては思
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うんですが、お答えはもらってもいいですか。

じゃ、ちょっと今のに感想をいただけますか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 答弁としては繰り返しになりま

すので、ですけれども、１つの貴重なご意見

として承ります。 

○丹野貞子議長 「８番佐藤修二議員」 

○８番（佐藤修二議員） もう一つ例を出します

と、我が町は福祉の町というのを標榜してい

ます。福祉の町であり、農業の盛んな、基幹

産業でありますから農業というところで、昨

日の一般質問でも町長からも答弁ありました、

町の基幹産業ですね、農業は。だから、農業

と福祉を組み合わせた福祉型農業施設という

のをつくったところがあります。 

   これはどういうものかといいますと、水耕

栽培です。教室を利用した水耕栽培。そこに

障がいを持っている人たちがお勤めになると。

その人の適性に合わせた中で仕事の割り振り

をいろいろしていくそうですが、それによっ

てすごい効果を表しているという事例もあり

ます。 

   ちなみにここは整備資金400万円しかかか

らなかったそうです。教室をそのまま生かし

た中で、そこに水耕栽培できるものをやって

いくということで、これも全国的にはかなり

評価の高いものですし、我が町も福祉の町、

農業の町としてはそういう考えもできるので

はないかなと思いますし、あとは私は教育の

町と、うちも教育の町を標榜しています。教

育の町としては、大学の分校あるいは河北の

施設で合宿しながら講義をしたり、合宿しな

がら物を制作していったり、いろいろなもの

をつくっていく。要するに大学とコラボした

中での教育的施設も私はいいんじゃないかな

と思います。 

   夢を語れば幾らでも出てくるんであります

が、教育の町にふさわしいそういう大学との

コラボなんか、町長どう思われますか。いか

がですか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 やはりこれからの公共施設、今

小学校ということのテーマではありますけれ

ども、先ほどの答弁でも再質問の答弁にも申

し上げましたけれども、やはりいかに利活用

をするためのイニシャルコスト、整備費をど

う調達するかと。そういう意味で言えば、既

存の施設を利活用するということは、一定程

度その初期投資のところを抑えられるという

ことはあります。 

   ただ、一番大事なのは、その施設を生きた

形で利活用されていくことです。運営です。

各地域で、私は先ほど地域の住民の方々が参

加型で、地域の方々に生きた施設になるよう

な施設というものを考えていかなければなら

ないんだろうと。単に何にするかじゃなくて、

そこでどういう活動が展開されるかというこ

とが非常に大事なんだろうと思います。 

   そういった各地域の活動、まちづくりへの

重要な拠点としてという位置づけもあります

し、ただいま議員から頂戴したスポーツ振興

であるとか、あるいは教育振興であるとか、

町としてのこれからのまちづくりのビジョン

に沿った利活用として、そこの可能性が出て

くるのか。はい、これだけ整備して、こうで

きました。どこか来ませんかという形では、

なかなかそれは拙速に進められるものではご

ざいません。 

   様々な可能性というものはあると思います

けれども、スポーツにしてもあるいは教育に

しても、やはり次世代にどうつなぐ、先ほど

投資と申し上げましたけれども、次世代にど

うつながるまちづくりに、ハード面もそこに

様々な主体との協働といいますか、連携、や

はりそこが非常に大事になってくると思いま

すので、それは町内における様々な関係者も
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ありますけれども、町外をさらに視野に置い

たこれからの河北町の進むべき方向性として、

町民の方々が望むまちづくりについて、これ

は総合計画の中にその理念というのはあるわ

けですけれども、その中でしっかり生きた空

き校舎、公共施設の活用というものを、これ

は学校に限らなくて全てに共通することでは

ありますが、とりわけ先ほど言いましたよう

に、今の小学校というのは町にとっては大き

な、ハード面では大きな大事な施設でありま

すので、そこを大事に、しかも生きた形で将

来につながる、利活用につながるものをとい

うことでしっかり考えなければならないと思

います。 

○丹野貞子議長 「８番佐藤修二議員」 

○８番（佐藤修二議員） やはり私も町長もそう

ですが、将来の河北町というものはどうある

べきか、いろいろな地域の声も地域のコミュ

ニティーも大事なんですが、現実的には今各

地区にセンターがちゃんとありますし、ある

程度のコミュニティーは取れるんじゃないか

なと思うので、やっぱりこれからの河北町を

どうしていくかというふうに考えますと、や

はりこの人口減、少子高齢化に対してどう対

応していくかという中の一つとしては、空き

施設、学校ができたら、私は今いろいろ言っ

ていますが、やっぱり大きな鍵としてはどう

やって交流人口を増やしていくか、どうやっ

て交流人口を増やしていくか、河北町にたく

さんの人から来ていただいて、たくさんの人

から来ていただいて河北町のよさを知ってい

ただく、それが交流人口から関係人口に、そ

してここに住みたいという人になっていく、

そのための交流人口を呼び寄せられる施設と

いうのも、私は町にとって非常に大事な部分

でもあるんじゃないかなと思うんです。 

   交流人口の人がいっぱい来るというのは、

その町が伸びる要素なんです。人が来ない町、

活気がなくなっちゃうんです。人がどんどん

といろいろな地域から県内県外から人が集ま

るというところは、やはり伸びていくんです。 

   それが経済にも効果を及ぼす。そういう意

味での、やっぱり空き施設が出たら、交流人

口を増やしていく施設になってほしいという

願いがあるからこそ、いろいろなこと私申し

上げています。基本的には、地域の声も大事

です。地域の必要だ、欲しいというものも大

事ですが、町全体としてのまちづくりという

観点からいけば、いかに交流人口を伸ばせる

か、交流人口を増やせる施設にしていくかと

いうことも大きな観点じゃないかなと思いま

すが、町長いかがですか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 課題として受け止めます。 

○丹野貞子議長 「８番佐藤修二議員」 

○８番（佐藤修二議員） 受け止めていただけれ

ば、それで結構でございます。いろいろなこ

とを申し上げましたが、やはり元気な町にし

ていかなければならないし、それもこの空き

施設ができることというのはチャンスにして

いかなければならない。そういう意味では、

やっぱり交流人口を増やし、河北町に人がい

っぱい集まってにぎやかな河北町にしていく、

そしてこの町のよさを知っていただいて定住

につなげていくものに一つはしてほしいと思

います。そういう基本的な考えも大事な部分

だというふうに思います。 

   先ほどから申し上げましたスポーツ施設、

合宿所がないという要望がありますので、合

宿所が欲しい。そういう中では、以前南部地

区の多くの住民から防災センター的な署名運

動がありました。防災センターというのがな

いと言えばない河北町でありますので、もう

少し防災に関する拠点づくりというのも一つ

の視野にも入るべきじゃないかというふうに

も思います。 
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   いろいろな中で、空き施設が出てしまうこ

とをチャンスとして、この町のより発展に、

あるいはこの町のにぎわいに、住民の笑顔に

つながるようなことをぜひ基本に考えて、対

応をなるべく早く、施設の利活用についてし

ていただきたいということを申し上げて、私

の一般質問は終わります。 

   ありがとうございました。 

○丹野貞子議長 以上で８番佐藤修二議員の一般

質問を終わります。 

   ここで９時45分まで休憩とします。 

     休 憩  午前９時３６分 

     再 開  午前９時４４分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、４番東海林信弘議員の一般質問を行

います。 

   「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） おはようございます。 

   一般質問をさせていただきます。 

   質問項目の１は、西村山地域医療提供体制

と河北病院を中心とする町の医療提供体制に

ついてお伺いいたします。 

   令和５年４月より、西村山１市４町の担当

課と公立病院、県、山大で構成するワーキン

ググループの第５回会議報告と、西村山地域

また山形市内の病院などからの聞き取りの結

果などを併せた中間報告が、10月19日、西村

山地域医療提供体制検討会として行われまし

た。 

   中間報告の内容から、西村山地域の現状・

課題等を調査し、改めて地域の医療提供体制

について検討を行ったもので、検討の結果と

しては、西村山地域医療提供体制の現状の問

題点は、個別病院間の連携や機能分担で解消

を図ることは困難であり、医療資源を集約配

置して一定の規模を持つ新たな病院を整備す

ることが妥当であるという共通認識に至った

と報告されています。その上で、西村山地域

の医療提供体制の再構築に向けて、関係者が

連携して取り組むべき基本方針、目指すべき

医療提供体制のイメージ、新病院を整備する

場合の診療機能の検討に向けた基本的な考え

方を整理したものが今回の中間報告のようで

した。 

   西村山地域医療提供体制の現状と課題では、

入院患者の過半数が地域外へ流出、また救急

搬送も約６割が地域外へ流出しており、山形

市内の急性期病院との役割分担が必要とされ

ており、休日夜間の対応も必要であるとされ

ています。応需率は過去５年で大きく減少し

５割を下回る病院もあり、救急機能の確保が

必要で、手術件数については過去５年で約７

割まで減少し、手術症例への対応可否を含め

た実施体制の検討も必要ではないのか、医師

配置数においては過去５年で２割以上減少し、

西村山地域としては県内で最も減少している

地域でもあり、効果的な医師確保策と効率的

な医師配置策が必要だと言われています。 

   西村山地域の公立４病院の現場のヒアリン

グでは、救急での医師の不足・高齢化、時間

外の検査人員体制の不足等、十分な当直体制

を組めず、時間外の搬送を断らざるを得ない

状況で、手術においては急性期を担う県立河

北、寒河江市立２病院で、バックアップに必

要な麻酔科医、循環器科医のどちらか一方が

不足するなど、受入れ体制が不十分であり、

手術症例数が増えず、若手医師の派遣を受け

にくくなる悪循環となっていて、脳疾患のリ

ハビリ体制が不十分で、地域連携パス病院が

地域内に不在となり、山形市内の急性期治療

後の患者の受入れが進まない状況と分析され

ていました。 

   また、山形市内の急性期４病院からのヒア

リングでは、現状の西村山地域の医療提供体

制に対して、一定の急性期機能の強化、山形

市内の急性期後の受入れと、在宅や施設等か
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らの急性期憎悪の受入れを含む回復期の入院

機能の強化が求められていました。 

   ワーキンググループの共通認識としては、

現状の問題は多く、医師をはじめとする医療

スタッフの確保・医師の育成の困難さ、各病

院の分散配置による人員体制の制約、医師の

高齢化から生じている。特に急性期・回復期

ともに同様の機能を持つ県立河北病院、寒河

江市立２病院に医療資源を分散配置した現体

制を存続させた場合、病院機能はさらに縮小

し、二次救急体制だけではなく回復期・慢性

期の機能さえ地域内で十分に果たせなくなる

おそれがある。 

   また、こうした問題は個別病院の運営を維

持したまま病院間の連携、機能分担で解消を

図ることは困難であるため、医師や薬剤師、

看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、高

額医療機器等の医療資源を集約し、急性期・

回復期ともに地域の中核的な役割を果たせる

一定の規模を持つ病院を新たに整備すること

が妥当とする。なお、医師の高齢化により、

現病院の人材を集約しただけでは十分な集約

効果を得ることは難しいため、医療従事者に

とって魅力ある職場環境をつくり、医療スタ

ッフの新陳代謝が促されるような病院にして

いくことが必要と考えられています。 

   以上の中間報告がされ、検討会が行われま

した。 

   この報告を受けて寒河江市長は、「議論を

一歩進める形でまとめてもらった。この基本

方針で進めてほしい」とのコメントで、西川、

朝日両町長側も賛意を示されたと報道されて

いました。 

   統合前提での議論には反対されていた森谷

町長のコメントとしては、「中間報告の段階、

具体的な診療科、医師確保策など早めに示し

検討させてほしい」、また「地域住民への丁

寧な説明も併せて求めた」とありました。 

   西村山地域の医療提供体制の再構築に向け

て、関係者が連携して取り組むべき基本方針、

目指すべき医療提供体制のイメージ、新病院

を整備する場合の診療機能の検討に向けた基

本的な考え方を受けて、森谷町長の西村山地

域医療体制に対する考え方も変わってきたの

ではないかと察するところです。 

   町民は、県立河北病院が新病院として統合

され、河北町から県立病院がなくなってしま

うのではないかと不安で仕方がないのが現状

だと思います。地域医療体制が再構築され、

医師不足なども解消され、安心して住み続け

られる町を願っているのではないでしょうか。 

   そこで質問要旨の１は、町民の不安を払拭

するためにも、西村山地域医療提供体制は河

北病院を拠点として再構築するべきと考えま

すが、町長の考えをお伺いいたします。また、

西村山地域医療提供体制の着地点を町長はど

う捉えているのかお伺いいたします。 

   西村山地域医療提供体制の検討が行われて

いますが、現状では「河北病院はあるが診察

してくれる先生がいなくて診察してもらえな

い」など、病院診察機能が低下していて受診

者の数も激減しているのではないのか、「河

北病院はどうなるんだ」などと不安視される

声も数多くあります。 

   そこで質問要旨の２つ目は、現状の河北病

院を中心とする町の地域医療提供体制をどの

ように考え、県に対して医師配置などの要望

などをしていくのか、町長の考えをお伺いい

たします。 

   質問事項の２つ目は、谷地高の存続に向け

た支援体制づくりについてお伺いいたします。 

   谷地高の存続に向けた支援づくりがスター

トいたしました。町による当面の支援内容で

は、就学支援や学習・進学支援、また通学・

部活動支援及び谷地高の魅力発信と、幅広く

支援されようとしています。中でも楽弁支援
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事業は10月から実施されており、谷地高生や

保護者からも喜ばれているようです。ぜひ継

続して支援をお願いするところであります。 

   地域による谷地高の支援体制づくりの中で、

仮称ではありますが谷地高等学校を支援する

会が新規で設立され、支援する会の構成とし

ては、幅広く一般の方や町内外の経済産業界

など谷地高等学校を支援いただける方で構成

し、谷地高の強みや特色など谷地高の魅力を

発信し、地域の人材育成を担う学校づくりを

支援していくと説明を受けています。 

   谷地高を支援する会の設立も非常に重要な

ことだと思いますが、支援する会の位置づけ

や趣旨など大切になってくると思います。 

   そこで質問要旨の１つは、11月20日に谷地

高を支援する会の準備委員会及び理事会が開

催されたようですが、支援する会は設立され

たのか、また位置づけなど明確になったのか

をお伺いいたします。 

   以上、再質問を留保し質問を終わります。 

○丹野貞子議長 ４番東海林信弘議員の一般質問

に対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ４番東海林信弘議員の一般質問

にお答えいたします。 

   最初に、西村山地域医療提供体制検討と河

北病院を中心とする町の医療提供体制につい

てお答えいたします。 

   まず１点目の、町民の不安を払拭するため

にも、西村山地域医療提供体制は河北病院を

拠点とし再構築すべきと考えますが、町長の

考えを伺う、また西村山地域医療提供体制の

着地点をどう捉えているのかについて申し上

げます。 

   令和５年２月の第３回西村山地域医療提供

体制検討会において、２つの病院を統合する

ことを軸に検討するという提案がありました。 

   その際、私からは、地域医療に関する問題

は住民にとっても大きな関心事であり、不安

を持って注視している。赤字的な問題からの

医療体制の縮小、合理化というのではなく、

医療ニーズに対応できる持続可能な医療提供

体制を整備すること。そのために不可欠とな

る医師と医療従事者を確保することを明確に

確認すること。また検討に当たっては、県が

中心となって村山地域の二次医療機関として

の位置づけを将来的に堅持することを明確に

確認すること。経営負担を軽くするために集

約し、統合することがよい方向にいくのか、

ますます縮小し合理化にならないのか懸念し

ていること。不安な気持ちが払拭できるよう

お願いしたい。医療体制を見直す議論を続け

ていくことに異論はないが、統合を軸とする

には違和感があるということを、昨年の３回

目の検討委員会で申し上げたところです。 

   本年に入りまして、この検討委員会につい

ては継続して設置し、重要事項を協議するた

め必要に応じ開催することとして、県立河北

病院と寒河江市立病院の統合を軸とした西村

山地域の医療提供体制に関する具体的な検討

を行うための組織であるワーキンググループ

を設置して、検討を行っております。その構

成員は、１市４町の所管課長、県からは健康

福祉部、病院事業局、村山保健所、関係部局

の課長等となっており、山形大学医学部から

も参加いただき、課題の整理等、具体的な検

討を行ってきている経過であります。 

   議員のご質問にもございましたが、10月19

日に開催された第４回西村山地域医療提供体

制検討委員会では、今年度に入って５回にわ

たって行われたワーキンググループの中間報

告が行われました。様々なデータ分析、病院

関係者からのヒアリング等に基づく現状・課

題、取り組むべき基本方針、新病院の診察機

能の検討に向けた基本的な考え方などが整理

され、中間報告として出されました。私は、
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ワーキンググループの中間報告と受け止めた

上で、今後の検討に向けて３点申し上げたと

ころであります。 

   １点目は、議員のご質問にもございました

が、山形市内の病院との関係に関することで

あります。山形市内の急性期病院との役割分

担・機能連携を図ることはこれは当然のこと

であり、もう一歩踏み込んだ議論ができない

か。具体的には、山形市内の急性期４病院の

意見として、一定の急性期機能の強化、山形

市内の病院での急性期後の受入れ、在宅・施

設等からの急性憎悪の受入れを含む回復期の

入院機能の強化、これを求めていることを踏

まえ、西村山地域で必要な強化すべき機能を

含めて議論する必要があると申し上げました。 

   ２点目は、機能を発揮する病院をしっかり

と整備していき実現していくために、これか

ら具体的な診療体制を検討するということに

なっているわけですが、その診察の体制や診

療科の検討と併せて、その裏づけとなる医師

を確保するための議論を深めてほしい。例え

ば、県立中央病院と連携し、新病院で専門医

の研修を受けることはできないかとの意見を

申し上げたところです。 

   また、３点目として、産婦人科・小児科に

関することであります。山形市内の分娩につ

なげるセミオープンシステムを前提としつつ

も、安心して妊娠し出産に臨める体制、また

乳幼児の夜間休日診療機能を含めて確保でき

るよう、新病院での医療体制の強化と医療サ

ービスの向上を目指してほしいと申し上げま

した。 

   さらに、地域のニーズに沿ったよりよい医

療体制を目指すためには、医師の確保が最大

の課題であります。西村山地域の５年間の医

師の減少率２割と、これは県内で最も減少率

が高い数字です。これに歯止めをかけること

が、これからのよい医療体制を組み立ててい

くための鍵であり、最重要案件であると考え

ております。同時に、医療体制を早急に整備

したいということは理解しつつも、関心を持

っている方、不安を持っている方々への説明

を丁寧に進めていく必要があると考えており

ます。この点についても意見として加えさせ

ていただきました。 

   繰り返しになりますが、西村山地域の医療

提供体制を検討する上での最大のポイントは、

直近の医師減少率が最も高い西村山地域の現

状に歯止めをかけ、医師を確保し、そして新

たな医療体制につなげることであります。10

月19日に開催された第４回の検討会のまとめ

として、座長を務めている副知事からは「こ

の検討は、最適な医療提供ができるよう関係

機関が連携して新たな仕組みを構築するため

の議論です。今あるものがなくなるという議

論ではありません。もっと信頼できる医療機

能が生まれるんです、いや、つくるんです」

との強い決意が示されました。 

   私としては、町民が安心して暮らせる医療

体制の確保に向けて、引き続き検討に臨んで

まいります。最善を尽くしてまいります。 

   ２点目の現状の河北病院を中心とする町の

地域医療体制をどのように考え、県に対して

医師配置の要望などをしていくのか、町長の

考えを伺うについて申し上げます。 

   西村山地域の医療提供体制を協議する場で

ある検討会は、西村山地域における新たな医

療提供体制の構築に向けた検討を行うため、

現在、ワーキンググループで検討を重ねてい

るところであります。 

   県立河北病院においては、山形県立河北病

院経営健全化計画を基に、経営の健全化を推

進しております。地域のニーズの変化に対応

して診療体制の見直しを行うとともに、組織

体制のスリム化を含め経費の節減を進めてい

るものの、常勤医師の減少もあり、患者数や
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収益の減少が続いており、大幅な経営改善に

は至っていない状況にあります。 

   病床数及び医師数は年々減少している状況

にあり、特に病床数においては、昭和59年の

320床をピークに減少しておりますが、平成13

年５月山形市の青柳地内に現在の県立中央病

院が移転後さらに減少し、平成14年４月には

286床、令和５年４月には136床まで減少して

いる状況です。医師数においても、平成14年

４月に40人でありましたが、令和５年４月に

は22人と、ほぼ半減している状況です。 

   県への要望として、西村山地方開発重要事

業において、寒河江西村山地域における基幹

病院として、地域連携の拠点となる県立河北

病院の医療機能の確保、医療サービスの提供

について、毎年度要望を重ねております。 

   県立河北病院が地域の基幹病院としての役

割を果たし、持続的な運営が図られるようニ

ーズに応えられる医療提供を最優先に考え、

現在不足している循環器内科など医師の確保

と、地域医療を支える経営基盤を確立してい

ただくよう、引き続き要望しているところで

もあります。 

   また、令和４年５月には、県立河北病院を

中心とする地域医療体制の確立について、知

事への町単独での要望も行っております。県

立河北病院は、村山地域の二次医療機関とし

て基幹的役割を担っており、寒河江西村山及

び北村山地域において、地域医療、救急医療、

災害医療の主要な機能を担う重要な医療機関

として、県内でも特に高齢化率が高い本地域

にとって、なくてはならない医療機関であり

ます。 

   また、主たる診療圏は西村山地域となって

おりますが、河北町と隣接する北村山地域か

らの患者も多く、西村山地域のみならず北村

山地域も含めた地域において重要な役割を果

たしております。先般のワーキンググループ

の中間報告においても、この点についても付

記されているところであります。 

   今後とも、県立河北病院がその役割を果た

し、持続的な運営が図られるよう、経営基盤

を確立していただけるよう４点を要望させて

いただいております。 

   １点目は、医師をはじめ看護師等医療従事

者の確保対策、地域における医療連携の在り

方やネットワーク等の構築を図り、地域医療

の確保につながる十分な協議、丁寧な議論を

進めること。 

   ２点目は、救急外来について、救急医療機

能を果たすことができる診療体制を確立する

こと。 

   ３点目は、安心して子育てができる地域医

療体制を確保し、県立河北病院を中心とする

小児医療体制を確立すること。 

   ４点目は、感染症患者等の入院受入れがで

きる医療体制を構築する上で、県立河北病院

が村山地域の基幹病院としての役割を十分果

たすことができる地域医療を確保すること。 

   以上が知事への要望内容であります。 

   令和４年度、令和５年度につきましては、

体制が縮小になってきた経過がある中で、こ

の令和４年度、５年度には総合診療専門医２

名の医師が新たに配置になりました。これま

での要望の成果として具現化したものと捉え

ております。 

   今後もよりよい医療を提供できるよう、関

係機関が連携し、町民が受けられる最良の医

療サービスが提供できる医師の配置を要望し

てまいります。 

   次に、谷地高の存続に向けた支援体制づく

りについてお答えいたします。 

   質問要旨の、谷地高を支援する会について

申し上げます。 

   ９月25日、第１回山形県立谷地高等学校を

支援する会準備委員会を開催いたしました。
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準備委員会の構成メンバーには、私と教育長、

谷地高の後援会会長、谷地高の校長先生ほか

町内の企業の代表者の方にもご参加いただい

たところであります。準備委員会では、準備

委員会の会則、支援する会の設立の準備に関

し、今後の進め方等をご審議いただきました。 

   11月20日には第２回の準備委員会を開催し、

谷地高等学校を支援する会の規約、会員の募

集について審議し、同日役員会にて支援する

会の設立についてご承認をいただいたところ

であります。 

   支援する会の役員には、顧問として私と町

議会議長、そして西村山地区の３人の県議会

議員。そして、代表理事として教育長、元谷

地高の同窓会会長、町商工会長、元中学校長、

谷地高校後援会長のほか、企業の代表の方な

ど７名。理事には町のスポーツ協会長、いき

いき関東河北会の代表者、谷地高の卒業生の

方など計５名。監事として２名。オブザーバ

ーとして谷地高等学校の校長先生にも入って

いただいております。事務局は、町の教育委

員会学校教育課内に設置したところでありま

す。 

   支援する会の事業として、谷地高の魅力あ

る学校づくりのための事業支援、地域と密着

した谷地高の活動支援、その他目的達成に必

要な事業の支援を行うことといたしました。 

   会員は、法人会員と個人会員を募集し、法

人会員については年会費8,000円、個人会員に

ついては年会費2,000円を頂戴し、５か年分の

一括納入も可能としたところであります。引

き続きチラシ等、ホームページ等で周知を図

りながら、支援する会員を広く募集し、会費

を原資として谷地高と協議の上、魅力発信コ

ーディネーターも活用しながら支援を行って

いきたいと考えるところであります。 

   谷地高後援会とも十分連携しながら、町を

挙げてオール河北で谷地高を盛り上げるよう

進めていく予定であります。 

   支援する会の役員会の席上、アドバイザー

として出席していただきました谷地高の校長

先生からは、支援する会の発足に向けての感

謝の言葉と具体的な支援内容について、５点

ほど発言がございました。 

   １点目は、地元企業の方や有識者からの講

話、企業の体験活動の支援です。 

   ２点目は、かほく探求実践プロジェクトと

して３年目を迎えた産学官連携事業の支援で

す。 

   ３点目は、河北中学校との連携事業です。

構想の段階ではありますが、両校の生徒会で

地域を盛り上げる事業を行うものであります。 

   ４点目は、中学生に谷地高への興味・関心

を持っていただくためのパンフレットの作成

であります。 

   ５点目は、谷地高祭において地域の方々に

関わりを持っていただき、高校生の研究発表

に加え、地域の方からの発表の場の設定など、

資金面だけではなく地域の方からの知恵もい

ただきながら、支援していただきたい旨の要

請、発言がございました。 

   具体的な事業につきましては、当面、現在

行っている産学官連携事業の選択肢の幅を広

げるために、資金面での支援、生徒の進路実

現に向けたキャリア教育の一環として職業観

の育成や様々な体験活動を行うため、町内の

企業人の方から講話をいただき指導していた

だくことや、入学希望者の拡大に向け、近隣

中学校への谷地高紹介パンフレットの作成な

ど、広報活動の支援なども検討してまいりま

す。 

   河北中学校と谷地高の生徒会が交流しなが

ら、互いに河北町を盛り上げてみよう、面白

いことを立ち上げてみようといった、高校生

ならではのアイデアを期待しながら、資金面

でも支援を行うことができるようにしていき
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たいと考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） ご答弁ありがとうご

ざいました。 

   まず、西村山地域医療また河北病院につい

て再質問をさせていただきます。 

   答弁にあったように、町長もやはり今統合

ありきという考えでなくて、医療体制、どう

やって医療体制を確立していくか、それが先

ではないかという考えは私も同感であります。

まず、経営負担を軽くするため集約、統合す

ることがよい方向にいくのか、ますます縮小

して合理化にならないのかということで、や

はりこの話は河北病院経営健全化計画、それ

が出て指摘された事項でありまして、それに

付随して寒河江市のほうから、寒河江市立病

院と県立河北病院の統合の話が要望書として

出されて、そこからずっと今、今日に至って

いるわけですけれども、まず今の現状を考え

てみると、県立河北病院について診察科もな

い、先生もいないというのが皆さんご存じの

とおりで、その医療体制を語る前に、現河北

病院の医療提供体制を再構築するべきではな

いか。それが先ではないかと私は考えている

んです。 

   令和４年、５年に河北町から町長名で要望

書を提出しているわけですけれども、それが

かなって医師が２名ほど追加されたという成

果は上がっているものの、なかなかその要望

書もかなわず、地域医療体制検討会ではいい

ことが、いろいろなことが書いてあります。

ただ、その要望書もかなわない中で、今の県

立河北病院をそのままにしていいのか、誰が

診察してくれるのかという町民の方の不安、

また近隣市町の方で通院していらっしゃる患

者さんも不安で仕方がないと思います。その

辺、町長の考えとしては、まず医療提供体制

を考える前に、現河北病院の診察体制、医療

提供体制をどう考えているのか、その辺をお

聞きしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 河北病院に対する、本当に町民

の方々の大きな不安として、いろいろな声が

出されております。どうなっていくんだろう

かという河北病院自体の問題もありますけれ

ども、それも非常に大きいわけです。 

   一方、やはり先ほども質疑の中でも取り上

げられておりますけれども、診たくても診ら

れない状況が今河北病院に現状としてあって、

そのネックはやっぱり医師を中心とした医療

体制が組めていないことに根本原因がある。

この議論のスタートが、やはり患者が減って

いる、経営が厳しい、赤字が続いている、そ

こからのスタートでありましたけれども、こ

れまでの間、様々なことを要望してきて今回

の中間報告も含めてですけれども、なぜ患者

が減っているのか、そこには受け入れられな

い実態があるのだと。そこは明確に今回提示

になっております。 

   やっぱりここはこれからの医療体制の再構

築に向けた議論の大事なスタートでもありま

すけれども、現に今も医療は続いているわけ

です。そういった意味で、去年今年の総合内

科医の配置というのは、これまでにない大き

なポイントだと思っておりますし、そこは県

も着眼として今の西村山地域、そしてとりわ

け河北病院の現状をどう患者ニーズに応えら

れる医療体制にしていくのかということは、

問題意識としては持っていただいていると思

っていますし、やっぱりそこは継続的に言っ

ていく必要があると、要請していく必要があ

ると思います。 

   医療は日々動いているわけです。しっかり
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現病院の医療体制の体制づくりということも

引き続きお願いしていきたいと思っておりま

す。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） 全くそのとおりだと

思います。やっぱり今の現状の河北病院を、

まず診察機能を充実させて昔のような、病院

がにぎわうというのもちょっとおかしい話な

んですけれども、経営的な問題もクリアでき

るような、患者さんも受け入れて、そういっ

た体制で町民の方、近隣市町の方が安心して

生活できるような病院体制を築き上げないと、

何を言ってもこの新西村山地域医療体制を検

討しているんだということを、私個人的には

何か腹立たしい、そんな思いです。 

   その思いが、今検討会を実施なさっている

わけですけれども、いろいろこの中間報告の

ワーキンググループの中では、現状の共通認

識ということでいろいろ医師不足、先ほど町

長もおっしゃいましたけれども、まず何を置

いても医師不足が、医師配置が全然なってい

ない。だからこそ今の現河北病院だって、患

者もいないし、すっからかんの待合室だし、

ということの現状が起きて、またこの医師不

足のおかげで県がまとめたデータもいろいろ

ありますけれども、経営の赤字だ、赤字だ、

患者数が減っているというデータも、それは

そもそも県のほうの医師会のほうで医者を配

置しなかった、そういう根本的な要因がある

と私は考えているんですが、その辺もそのデ

ータを並べたからどうのこうのというわけで

はなくて、本来の人として命を授かっている

ものですから、私たちの健康を守るためには

医者がなくてはならないんです。 

   そういったことを考えた上での医療提供体

制の検討会ならば、私も賛同はしますし、た

だ、だんだんワーキンググループが中間報告

になるにつれて、新病院等々のいろいろなレ

ールが敷かれたような、敷かれてないような、

基本構想が出るのか出ないのかとか、会の中

でもそんな議論が出たと思います。その以前

の問題で、やっぱり現河北病院をどうやって

いくのか。それもできないのに新医療体制、

西村山を考える、すごい大きいテーマを掲げ

て本当に大丈夫なのか。それが先行き不安。 

   ただ、そういったことになって統廃合の話

だけ出れば、町民の方とかは河北病院がなく

なるんだよねとか、そういった話になってく

るのは当たり前のことで、いやどうしたら、

では町として、私らも議決権はありませんか

ら、その病院に対しては。要望していくしか

ないんです。どうやって要望していくか。や

っぱり町長にお願いして、町として意見書、

要望書を提出して、今の現河北病院を元の河

北病院に戻すというのが最善の努力する姿じ

ゃないのかなと思います。 

   ただ、今その医師不足が本当に深刻なよう

ですね。やっぱり検討会でも指摘されていま

すから、今後の課題としても提起されていま

すけれども、その医師不足をどうやって県の

考え、医師会の考えをどうやっていくのか。

それの提示もないし。ただ、上辺だけの言葉

で、医師不足、医師不足と言ってますけれど

も、それが果たしてこの医療提供体制が整っ

たときに、もし仮に新病院が建設になって新

しいところにできるのか、河北にできるのか

分かりませんが、そんなときになって、いや

いや経営面を考えたらできなかったとか、い

や医者がいなかったとか、そういうことにな

らないのかと恐れているんですが、その辺を

含めて町長、どう考えますか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 先ほども答弁で申し上げました

けれども、今回の中間報告、４回目の検討委

員会で私が一番強調した点は、今の東海林議

員がおっしゃったことです。 
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   ワーキンググループでまずは中間報告とし

て、中間報告でまとめられているのは、やは

りこのまま役割分担でいっては立ち行かなく

なる。その先には、医師の、医療資源と書い

てありますけれども、それは医師といろいろ

な医療機材を含めて、スタッフも含めてのこ

とでありますが、それが分散していては立ち

行かなくなるんだということがそこに整理さ

れているわけですけれども、具体的な診療科

目、そして医師の体制というものをどう考え

ていくのかというのは、これからのワーキン

グでの後半のテーマになっています。 

   なので、この前の検討委員会では、最終報

告に向けて具体的な診療科だけでなくて、そ

の裏づけとなる医師確保、医師確保について

は、もうこれは県全体の課題です。どこも医

師が余っていて、どこかでお願いしますなん

ていうところはないです。都市部も地方も、

非常にそれぞれ置かれた中で医師が確保でき

ない。あと今回の、これは働き方改革という

ことも掲げられています。 

   そういったこれからの将来の医療従事者を

めぐる環境も踏まえた中で、あるべき医療提

供体制、それを裏づける一般論としての医療

体制じゃなくて、今議論している医療体制の

裏づけとなる医師をどう確保していくのかと。

それを具体的に考えるべきではないか。それ

があって初めて、今、議員がまさに心配して

いるとおり、こういう診療科をつくっていき

ます。でも、実際走ってみたら、なかなかう

まくそういかないんだよね、ということだと、

今と同じ状況になりかねない。やっぱりそこ

でなく、これからの医療ニーズに応えられる

医療体制を、医師を中心とした医療体制の具

体的な裏づけも含めてつくっていくというこ

とが一番大事なところであるし、そこに対し

て利用されている方が納得感のいく医療体制

というものをどう議論していくかというのが、

まさに今の議論の状況だと思います。 

   引き続き、この答弁の前に議員からありま

したけれども、これからの医療議論ももちろ

んそうですし、現在進行形の医療体制ともし

っかりつないでいくことが、この地域に対す

る公的病院としての医療に対する信頼回復、

信頼回復というのは別に信頼を受けてないと

いうんじゃなくて、期待に応えられる医療体

制を目指しているんだということを、不断に

追求していく必要があると、私はそういう思

いで検討会に臨んできましたし、そういう思

いで病院の経営問題についてもコメントして

まいりましたし、要望活動も展開してまいり

ました。そこは改めて確認して、これからに

臨んでいきたいと思います。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） やっぱり医師不足、

配置不足、診察科がないということで、皆さ

ん安心して生活できないという状況は今も変

わりない。ただ、その医療体制、医療体制と

言っている割には、どうしてこの医療体制に

なっているかというと、県のほうも医者を配

置すればいいなということで、私は個人的に

は感じています。ただ、河北病院が要望書を

いろいろ出してますけれども、河北町として、

町として要望書を出しているんですが、その

要望がかなって、やっと医師が２名。そうい

ったことを毎年毎年、この河北病院が今現在

県の河北病院なので、県の考えそのものを実

行すればいいと私は思っているんです。それ

もできないのに、新しいこと新しいことを考

えて、結局は統廃合しましょうかとか、結論

的にはそうありきだとは思うんですが、実際

にやっぱり人間の命を預かる上では、皆さん

そうでしょうけれども、やっぱり健康第一に

生活していけば幸せなことも起こるし、医者、

医療機関が充実してないと、やっぱり安心し

て生活できない。 
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   県立河北病院がせっかくあるんですから、

その辺の充実も少し考えて、それを先に導入

して、そこから新医療体制を考えていっても

何もおかしいことではない。ただ、今の河北

病院を見ると、ただ箱になっていくだけで、

ただ指をくわえて見ているだけなのかという

ことで、県の考えが何を言っているかさっぱ

り分からない。ここでそんなことを言っても

しようがないので、町長に対しては熱い思い

を県にぶつけていっていただきたいなという

ことで、今回一般質問させていただきました

けれども、なかなか納得できない。 

   今回の中間報告のワーキンググループの新

病院の基本的な考え、あまり新病院と私も町

長のように嫌いなんですが、基本的な考え方

が８項目あります。いいことずっと書いてあ

ります。それで最後の末尾には目指す、目指

す、目指す。目指すだけで、結局経営のこと

を考えたら、経営が悪化するからこれはでき

ないというようにならないのか、そういった

心配もあるんです。実際に県立河北病院をそ

のままないがしろにしてきたものもあります

ので、要望はかなわない。じゃ何するんだ。

いやいや、これを目指していきます。 

   机上で考えた基本的な考え方というよりも、

実践的な努力、実践的な方法を実現して医療

体制を構築するべきと考えているんですが、

どう思いますか、町長。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 今回の10月の検討委員会で、ま

とめとして座長である副知事から、そこに対

する決意が語られました。その具体的な中身

をこれからの議論の中で提示していくこと、

それが大事だと。そして、それをきちんと説

明していくこと。昨日、吉田議員からも一般

質問でやり取りさせていただきましたけれど

も、県としても、また町としても、町民に対

する医療提供体制の在り方について、しっか

り納得いく医療体制に、そしてそこに対する

理解が得られる、納得が得られる形での議論

が進むように、私としてこれからの検討でも、

また町民の皆さんに対する説明においても、

しっかり責任を果たしてまいりたいと思いま

す。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） 町長の決意というこ

とで受け止めましたけれども、町長の西村山

地域医療体制についての着地点ということで

単刀直入にお伺いしますが、町長が３点掲げ

ている意見ありますけれども、それの３つが

かなえれば着地点と捉えてよろしいのでしょ

うか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 その３つは最低限の注文であり

ます。その上で、最終的な取りまとめ、それ

を含めた今後の医療体制の検討、そういった

ものをしっかり見極めたいと思います。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） 医療提供体制の着地

点ということでお伺いしました。その３点、

最低限だということをお伺いしました。 

   また、もう一つ、私、一つ付け加えるので

あれば、河北町内から病院をなくしては駄目

だということが、やっぱり最前提に来るので

はないかなということで申し上げておきます。 

   あともう一つ、先日の全協の中でも私お話

しさせていただきましたけれども、先日の考

える会を一般傍聴させていただきました。私

の感想としては、町長も多分分かっていらっ

しゃると思いますけれども、考える会ですか

ら、せっかく会の方がたくさん、10何名です

か、出席した人、あの方から全員お話を聞い

ていただいて、意見を聞いていただいて吸い

上げて、それで説明するなら分かるんですが、

町長と県の担当者がやっているやり取りばか

りで、あとは役職がついた２名の方が意見を



 - 89 - 

申しましたけれども、全員からお伺いして、

やっぱりそういったことの意見を少しすっき

りするような会をしていただければと思いま

す。 

   また、昨日の同僚議員の質問の中にも、丁

寧な説明をしていくという町長の発言がござ

いましたけれども、今もそうでしたけれども、

丁寧な説明をするんであれば、やっぱり現場

の意見、一人一人の意見も、不可能に近いと

は思いますが、ああいった会合の中では一人

一人、せっかく時間を割いて来ていただいて

るんですから、意見を聞いて、ああそうだね

ということで少し、やっぱり脳裏に焼きつけ

ていただいて胸に秘めていただいて、そうい

ったことで考えてご意見を言っていただけれ

ばなと思って、ご提案させていただきます。 

   地域医療については以上で終わります。 

   次に、谷地高の支援に対する、支援する会

についてお伺いしたいと思います。 

   谷地高のサポーター求むということで、こ

んな、議員にも棚入れになっていたんですが、

９月の定例会の補正予算の中で谷地高支援に

関する補正の議決がされました。楽弁事業で

すとか、高校生の通学の支援ですとか、いろ

いろ様々な形で補正して議決されたんですが、

ただそのときの委員会の説明にも、支援する

会を仮称ですけれども立ち上げて、産学官連

携または谷地高の後援会と協力してやってい

くんだという話はあったんですが、なかなか

詳細まで委員会のほう、議会のほうにも説明

がなかったので、あえてこの場をお借りして

質問させていただきたいと思います。 

   まず、構成について全然分からなかったの

で、答弁ありがとうございます。それで、支

援する会の役員について、顧問として町長、

町議会議長、西村山地区の県議会議員３名で

合計５名、いろいろ書いてあるんですけれど

も、支援する会の会長って不在なんでしょう

か。 

○丹野貞子議長 「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 説明したときには仮称

ということですが、11月20日に役員会を開催

し、山形県立谷地高等学校を支援する会とい

う名称で承認をいただいたところでございま

す。その中で、支援する会という会ですので、

会長がというようなご質問でありますが、支

援する会に理事ということで12名、実際には

５名以上15名以内の理事で構成するという規

約の中で、実際には12名の理事の方、その中

に代表理事の方も含まれるわけですが、規約

の中では理事を構成した中で、代表理事を中

心に執行理事として行っていくという内容に

しておりますので、会長という名称、役職は

つくらずに、理事並びに監事で役員を構成す

るということにしているところでございます。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 あえて会長は置いておりません

が、代表理事複数体制でそれぞれの会の、ま

ずスタートでございますので、しっかりそれ

ぞれの方が主体的に動いていただけるように

ということで複数にしてございますが、会の

理事会とか、そういった会の構成の進め方に

ついては、代表理事の一人である教育長が主

催するという運用で進めております。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） 会長が不在だという

ことで、最初から、立ち上げたときからもう

代行という形で会長を置かない。代表理事の

教育長が会長代行という形でよろしいですか。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 代行ではなくて、代表理事の

トップということ、取りまとめということで

務めさせていただいております。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） 結局、組織をつくる

ときというのは、一番トップにいる方は固定
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で、そこから枝分かれして組織がつくられて

いくと思うんですが、代表理事教育長が代表

理事のトップとして、リーダーとしてやって

いくということで理解はするんですが、なか

なかこの組織をつくるのはメンバー構成を見

ていると、そういったことで何か疑問点があ

るなということでつくづく感じているんです

が、やっぱりその会の存続、会の在り方とい

うのを位置づけをしっかりしてもらわないと、

何のためにこの谷地高を支援する会を立ち上

げているのか分からないと思います。 

   その辺はしっかりとリーダーシップを取っ

てやっていただければと思います。せっかく

県立谷地高等学校が河北町にあるんですから、

高校がなくなってしまうと寂しいところもあ

りますので、ぜひその辺をしっかりと体制で

事業を行っていただきたいと思います。 

   その詳細な内容についてちょっと質問させ

ていただきますが、谷地高の魅力ある学校づ

くりのための事業支援、また地域と密着した

谷地高の活動支援、その他目的達成に必要な

事業の支援ということであるんですが、その

具体的内容というのは今あればお聞きしたい

と思います。 

○丹野貞子議長 「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 今、議員から言われま

した支援する会の目的ということで、具体的

に先ほど町長が答弁した内容にも触れること

になりますが、高校側としてもこういった内

容ということで話を進めているところであり

ますが、高校生にとっても地元の企業との関

わりの中で、講話というか話をしていただく、

あるいは生徒もまた企業体験などを行うよう

な機会をつくっていきたい、それを支援する

会として資金面あるいは人的にも支援してい

くというような内容、あるいは今産学官連携

で各企業とコラボしながら、谷地高生も含め

て産学官連携事業で行っていきますけれども、

そういったこともその一つ、支援する内容の

一つ。あるいはまだ構想段階ではありますが、

河北中生と谷地高生との連携した事業なども

今後進めていきたいという構想もありますの

で、そういった中でどういった支援ができる

かといったようなところ、あるいはやはり中

学生が谷地高を選択していただけるような、

谷地高の魅力を発信するためのパンフレット

などもさらに充実させて、そのためのパンフ

レットを作るための、作成するための支援と。

もう１点目が、今谷地高祭を行っている中で、

高校生は発表したりして地域の方にも見てい

ただきたいというのがあるわけですが、地域

の方からも谷地高生に対して、地域に対して

もなんですが、一緒になって発表する場など、

共に谷地高に来ていただく、谷地高祭を通し

て地域との密着もというような構想もありま

すので、そういった事業の支援を行っていく

というような内容です。 

   その他目的達成ということで、谷地高生が

いろいろな魅力ある高校づくりのために行う

活動についても支援をしていきたいというこ

とで、まだ構想段階、いろいろな想定の中で

の話ではありますが、今年来年以降について、

行う事業について広く支援をしていきたいと

いうような考えでございます。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 今、課長の答弁にあったとお

りですが、若干補足させていただきます。 

   前にも述べましたように、谷地高のまず一

つは魅力づくり、これが一番大事だなという

ふうに思います。 

   ２点目は、それを周知徹底を図ること。こ

の２点目、大事だなと思っているところです。 

   それで、先ほど町長の答弁にもありました

ように、谷地高の校長から５点ほど、こうい

った点で支援が必要なんだということがあり

ました。これからも随時、谷地高との連携を
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図りながら、これまで築き上げてきた谷地高

の魅力、そしてこれから魅力アップを図るた

めに支援をして、ますます魅力を上げて広く

それを周知するということ、その結果として

生徒にとって、中学生にとって入りたい学校、

そして高校生にとって入ってよかった学校、

そして夢がかなう学校、そういった学校であ

りたいなと思っているところです。 

   先ほど課長が申し上げましたように、中学

生が選択肢の一つとして魅力ある高校であり

続けるために、オール河北で支援をしていき

たいなと思っています。ひいては若者が羽ば

たける町、そして若者が希望が持てる町、そ

んなまちづくりにつなげられたらなと思って

いるところです。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） 魅力ある谷地高を目

指すように努力するということで、やっぱり

今高校を見てみると、私立高校に行く生徒さ

んがかなり多くて、それはなぜかというと受

験の問題とかいろいろあって、県のほうでも

来年度、県の高校入試の要項も変えるような

話も情報では入ってきているんですが、そう

いった形でやっぱり魅力的な県立高校を目指

す上でも、県の仕掛けも必要だとは思います。

それもやっぱり病院と同じですけれども、要

望していかないと、意見を出していかないと、

谷地高は県立なものですから、町としてもど

うしようもなくて支援する一方ですので、皆

さんのお子さんを谷地高で本当に楽しく優し

く預かりますよというぐらいの支援体制をつ

くっていかないと、まずいのかなということ

で考えています。 

   もう一つちょっとお伺いしたいのは、お金

の年会費の問題ですけれども、法人会費が

8,000円、個人会費2,000円ということで年会

費があって、５か年分を一括納入も可能とし

たということがチラシにも答弁にもあったん

ですが、この8,000円と2,000円の根拠と、５

か年一括納入、その５か年過ぎたらもう支援

する会はなくなるのか、その辺どう捉えれば

いいのかお伺いしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 個人会員になっていた

だき、その会費については2,000円、法人、企

業としては8,000円と。根拠という、金額的な

根拠は特に具体的にあるわけではないんです

が、法人としてあるいは個人として出しやす

い金額というような設定で、会員になってい

ただける金額、多くもなく少なくもなくとい

うようなところでの設定でございます。 

   ５年間というのもありますが、まずは５年

間、その後についてはまたさらに５年後、４

年後にどうするのかという検討もあろうかと

思いますが、まずは５年という中で谷地高の

存続に向けた支援を、その後については近く

になってまた継続をどうするのかという検討

はあると思いますが、５年で終わるというこ

とではなく、まずは５年間の中で５年後を目

指して２学級を維持していく、谷地高の魅力

をつくっていくような支援をしていきたいと

いうことでの設定であります。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） 意図的な根拠はなく

て8,000円、私、個人的なことを言ったら、こ

の法人会の年会費8,000円では区切りが悪い

ので１万円でよかったのかなという感じがし

ています。お釣りもやらなきゃいけないしね。

そういったことも考えれば、何も根拠がない

というのもちょっとおかしな話で、じゃあ活

動何をやるんですかと本当は聞きたいんです

けれども、まあ時間も時間でないので、今度

は委員会の中でお聞きすることあれば、お聞

きさせていただきたいと思います。 

   やっぱり谷地高支援もそうなんですが、資

金面だけの協力だけじゃなくて、その辺も十
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分承知しているとは思いますけれども、そう

いった形で形として表していただきたいと思

います。以前にも谷地高の存続をかけた教育

振興会というものを立ち上げて、谷地高に支

援、あれは金銭的な面がほとんどだったと思

うんですけれども、そういった形で頂いてい

ました。発展的解消して27年か25年に解消し

て、その残金はということで私そのとき谷地

高のＰＴＡ会長をさせていただいていました

ので、第５多目的室にエアコン設置という形

の補助ということで充てさせていただいたの

が何か記憶のようによみがえってくるんです

が、そういった中でやっぱり金銭的な面だけ

でなく、本当に事業として支援をしていただ

ければと思います。 

   また、谷地高だけじゃなくて、不平等さも

ありますので、ほかの高校に通っているお子

さんもいらっしゃいますので、その辺を十分

注意して、この支援活動をやっていただけた

らなと思います。 

   いろいろ言いましたけれども、まずもって

町民のため皆さんのためですので、ぜひ要望

は徹底的に要望して、いい町につくっていた

だければなと思います。 

   一般質問を終わります。 

○丹野貞子議長 以上で、４番東海林信弘議員の

一般質問を終わります。 

   ここで10時55分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１０時４６分 

     再 開  午前１０時５５分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、９番鈴木英友議員の一般質問を行い

ます。 

   「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） それでは、私のほうか

ら一般質問をさせていただきます。４点ほど

ございます。 

   まず、質問事項の１番としまして、谷地ひ

なまつりにおけるひな人形の展示公開につい

てお伺いいたします。 

   谷地ひなまつりは、秋のどんが祭りととも

に最上川舟運で栄えた河北町の伝統文化を今

に伝えています。一月遅れの４月にひな市が

あるのには歴史的背景があり、以前は４月２

日の１日だけでしたが、やがて２日、３日の

２日間開催になり、コロナ禍の影響により４

年ぶりの開催となった今年は曜日も勘案し、

４月１日２日の土日開催となりました。 

   来年以降の開催日や内容については、実行

委員会で協議を重ねているようですが、谷地

ひなまつりのありようについて、町としては

どのように考えているのか、次の点について

伺います。 

   質問要旨１、個人宅でのひな人形の公開が

減少している現状について、町の認識を伺い

ます。 

   谷地ひなまつりの特徴は、一月遅れで開催

されること、ひな市が立ち並ぶこと、雛の里

として時代時代の古いおひな様が見られるこ

とです。毎年多くの観光客がひな市やおひな

様を楽しみにして来町しますが、以前は五、

六軒ほどあった個人公開宅は、各家々の事情

や防犯上の不安もあり、今年は２軒のみとな

りました。町はこの現状をどう考えているの

でしょうか。 

   質問要旨２、町の宝であるひな人形を安心

して展示協力いただける環境をつくる必要性

について、町の考えを伺います。 

   公開してもらえるひな人形を増やすことは

簡単なことではありませんが、観光協会では

数年前までは町や個人で所有している人形で

ひなカレンダーを作ったりもしました。町内

に古くからのおひな様が残っているからこそ

できたことで、ほかの町では到底できません。 

   ひな人形公開の原型をつくったのは河北町

です。町内には歴史を物語るひな人形が多く
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残っているにもかかわらず、公開の規模が減

少してきているのは残念なことであります。

町の宝でもあるひな人形を、所有しているお

宅から安心して展示してもらえる、協力して

もらえる環境を整える必要があると思います

が、町の考えを伺います。 

   質問事項２として、町の花ベニバナの活用

について伺います。 

   ベニバナは、昭和55年、1980年11月に町の

花に制定され、昭和57年、1982年３月には県

の花にも制定されています。また、歴史と伝

統がつなぐ山形の最上ベニバナは、平成31年、

2019年２月に日本農業遺産に認定され、令和

３年、2021年２月に世界農業遺産の候補地に

決定しています。 

   以上の点を踏まえ、次の点をお伺いします。 

   質問要旨１、産業振興資源や観光資源とし

て、ベニバナをどのように考えているのか、

町の考えを伺います。 

   平成４年度の主な施策の成果に関する説明

書によると、ベニバナ修景地植栽について、

地域住民はもとより町内外からの観光客に対

しても、雛とべに花の里・河北の一層の浸透

を図るため、修景地へのベニバナ植栽を委託

しました。修景地はハウス１か所500平米、露

地栽培４か所合計で１万523平米、合計で５か

所の１万1,023平米となっております。 

   日本農業遺産であるベニバナの世界農業遺

産認定に向けての取組として、ベニバナ栽培

から紅餅までの委託を行っていますが、ベニ

バナの生産・加工・商品化まで、産業資源並

びに観光資源としてどう考えているのか、伺

います。 

   質問要旨２、ベニバナ修景地の状況につい

ての町の認識と、ベニバナを観光資源として

より生かすために修景地を増やす考えはない

のか伺います。 

   県内外の観光客の方から、ベニバナ畑はど

こにあるのかとか、またどこに行ったら見ら

れるのとか、よく聞かれます。観光資源とし

て修景地を増やしていく考えはないか、伺い

ます。 

   質問事項３として、町の歴史的資料等の保

存について伺います。 

   質問要旨１、町の歴史・習慣・文化資料等

の受皿をつくり、１か所に集めて保存する考

えはないか伺います。 

   町史編さんや文化財保護に携わった方々が

集められた資料や、個人、研究会等が集めた

郷土史の参考になる資料等は、１か所にまと

めて保管、保存すべきではないでしょうか。 

   町立図書館に保管、保存スペースがなけれ

ば、学校の空き教室等を郷土史料図書館とし

て利用するなど、まとめた保管、保存が可能

になり、今後の調査、整理にも役立つと同時

に、町民の生涯学習の振興にも役立つと思う

のですが、町の考えを伺います。 

   質問事項４として、指定管理者の候補者の

選定について伺います。 

   道の駅河北並びに河北町どんがホールの両

施設に係る指定管理者の候補の選定方法が、

道の駅河北については特例扱い、河北町どん

がホールについては公募扱いになった理由に

ついて伺います。 

   ほかにもこの町には指定管理の施設があり

ますが、道の駅河北が来年の４月から新規契

約、河北町どんがホールのほうは今年の３月

で更新の時期を迎えますので、まずはこの２

点について、今のことについて伺いたいと思

います。 

   以上、再質問を留保し質問を終わります。 

○丹野貞子議長 ９番鈴木英友議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ９番鈴木英友議員の一般質問に

お答えいたします。 
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   最初に、谷地ひなまつりにおけるひな人形

の展示公開についてお答えいたします。 

   １点目の個人宅でのひな人形の公開が減少

している現状について町の認識、そして２点

目の町の宝であるひな人形を安心して展示協

力いただける環境を整える必要性について、

これは関連がございますので併せてお答え申

し上げます。 

   今年度、４年ぶりに谷地ひなまつりが４月

１日、２日の２日間開催されました。初めて

の試みとして、これまでの固定開催日であり

ました４月２日、３日を変更いたしまして、

土日の開催となり、天候にも恵まれまして約

６万5,000人が来場されました。 

   開催内容としまして、ひな人形の公開は個

人公開宅が２軒、そのほかに紅花資料館、安

部権内家、どんがホール、役場町民ホールに

おいて公開されました。そのほか、秋葉神社

においてはひな供養の神事や、人形のまちさ

いたま市岩槻区の人形職人である伝統工芸士

による人形制作の実演と木目込み人形制作体

験、紅花資料館でのひなまつり茶会、町内外

からの露店出店など大いににぎわいました。 

   谷地ひなまつりは、観光協会をはじめ商工

会、ひな自宅公開者、ほくしん会、茶道連盟、

村山地区お祭り商業協議会など、町内外の

様々な関係団体により構成される、谷地ひな

まつり実行委員会が主催しております。 

   これまで個人宅や公民館などにおいて、観

光協会が個人で所有されているひな人形をお

借りしまして時代びなの公開を行ってまいり

ましたが、残念ながら今年の開催はできませ

んでした。また、ひな人形の個人公開宅につ

きましては、個人公開宅の様々な事情により

減少していることは認識しております。５月

に開催された谷地ひなまつり実行委員会にお

いても意見が出されているところであること

から、実行委員会の中で今後検討してまいり

たいと考えているところであります。 

   令和６年の谷地ひなまつりにつきましては、

11月17日に第１回の谷地ひなまつり実行委員

会が開催され、令和６年３月30日、３月31日

の２日間で実施することが決定されておりま

す。 

   また、公開会場が新たに３か所増加し、さ

らに観光協会による個人所有のひな人形をお

借りした時代びなの公開の再開を予定してお

ります。また、新たな個人公開宅や個人所有

のひな人形の借用についても、調整を進めて

いるところであります。 

   今後も地元の伝統や文化を通し、地域の振

興や活性化、そして町のＰＲにつながるよう

支援してまいりたいと考えております。 

   次に、町の花ベニバナの活用についてお答

えいたします。 

   まず１点目、産業資源や観光資源として、

ベニバナをどのように考えているのかについ

て申し上げます。 

   まず、ベニバナを産業資源としてというこ

とでありますけれども、現在、耕作している

農産物をベニバナに栽培を替えた場合、所得

向上になかなかつながらないことや、最上ベ

ニバナの取扱いのしにくさ、連作障害などの

理由で、ベニバナを生業に栽培されている方

はほとんどおらず、河北町では産業資源とし

て捉えるのが非常に困難な状況となっており

ます。 

   しかしながら、何とか産業に結びつけよう

と、昨年度から山形連携中枢都市圏事業から

設立されたＤＭＯさくらんぼ山形の事業とし

て、山形市、中山町、河北町の１市２町によ

る農泊推進事業に取り組んでおります。ベニ

バナ生産者の所得向上を目的といたしまして、

まずはベニバナの消費を拡大することによっ

て生産者を増やそうという取組であります。

今後ともその取組に参加し、ベニバナ生産へ
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の問題が少しでも解消され、生産者の増加に

つなげていければと考えております。 

   また、観光資源としての取組でありますが、

今年７月に日本遺産「山寺と紅花」推進協議

会において、着地型旅行商品造成事業として

民間事業者と連携し、委託栽培のベニバナを

使用した旅行商品を造成、販売いたしました。

昨年行われました協議会の商品造成ワークシ

ョップにおいてのアイデアであります。 

   内容といたしましては、早朝の花摘み、紅

餅作り体験を行い、ベニバナを使用した朝食

を食べるツアーとなっております。ファーム

ひなの里さんが栽培しているベニバナが使用

され、朝食は町内の飲食店で野菜中心の朝食

が提供されました。参加者の多くは、ベニバ

ナの映画を見た方や過去に見たことがあるな

ど、ベニバナに何かしら関わったことのある

方で、県外の方も多く参加され、なかなか体

験ができないことができて満足されたという

ことであります。 

   今後とも民間事業者と連携し、地域の方々

にご協力いただきながら、観光資源としての

コンテンツを増やしていければと考えており

ます。 

   ２点目のベニバナ修景地の状況についての

町の認識と、ベニバナを観光資源としてより

生かすために修景地を増やす考えはないか、

この点について申し上げます。 

   ベニバナ修景地の現状として、今年は溝延

地区、道の駅付近の下野地区、紅花資料館周

辺などに設置させていただき、修景地には看

板やフォトスポットとして額縁の設置を行っ

たり、修景地マップを制作し、紅花キャンペ

ーン時に配布を行いました。ホームページで

はグーグルマップを利用し分かりやすく場所

を掲載したり、生育状況の発信も行ってまい

りました。今年からフォトコンテストも開催

され、修景地に多くの方が訪れていただいた

と感じております。 

   ベニバナ修景地としては、ご来町いただい

た方にべに花の里河北町をより感じていただ

けるよう、これまで生産者より、栽培可能な

土地の中から目立つところを優先して場所の

選定をお願いしてまいりました。修景地を増

やすことに関しましては、修景地としての場

所の選定ということが重要になってまいりま

す。連作障害等もありますので、土地の確保

に苦慮している実情にあり、今後とも生産者

と連携し、ご協力をいただきながら進めてま

いりたいと考えております。 

   いずれにしましても、よりよい観光資源に

すべく、来年は修景地の場所を目立ちやすく、

かつ近くに駐車できる場所があるようなとこ

ろを選定して、引き続きフォトスポットづく

りや訪れたくなるような工夫を行いながら、

修景地として遠くから見るだけでなく、より

近くで身近に見て感じていただけるよう工夫

してまいります。 

   次に、町の歴史資料等の保存についてお答

えいたします。 

   町の歴史・習慣・文化資料等の受皿をつく

り、１か所に集めて保存する考えはないかに

ついて申し上げます。 

   町の歴史資料等については、地域の発展過

程を解明するための基礎資料であり、重要な

文化遺産でもありますので、適切な管理によ

り整理、保存するとともに、町民の共有財産

として活用していくべきものであると認識し

ております。 

   特に、これらの資料の中で古文書に分類さ

れるものについては、研究の成果を町史資料

集などとして刊行し、民俗資料については交

流館遊蔵の郷土資料館に展示するなど活用し

ているところであります。 

   ご質問いただきました歴史資料等の保存に

つきましては、現在、中央図書館の古文書庫
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や交流館遊蔵、町民体育館東にある倉庫、旧

溝延幼稚園の一室などに保管しております。

１か所に集めて整理、保存することは理想的

であると考えますが、現在の公共施設で１か

所に集約するための適切な保存場所が見当た

らないことや、資料の保存に温度や湿度など

十分留意する必要があります。 

   ご提案いただきました学校の空き教室の利

活用も含め、今後の小学校の在り方検討委員

会の答申も踏まえ、その方向性や具体的方針

を明確にした上で、地域の方のご意見もいた

だきながら、校舎の利活用について検討する

必要があると考えており、その中で資料の保

存場所としての活用の可能性についても検討

したいと考えております。 

   次に、指定管理者の候補者の選定について

お答えいたします。 

   質問要旨の道の駅河北と河北町どんがホー

ルの指定管理者候補者の選定方法の理由につ

いて申し上げます。 

   道の駅河北の管理運営につきましては、平

成30年３月に当時の指定管理者が降板されて

以来、部分的な運営にとどまってきましたが、

令和５年７月から全面的に管理業務を委託し

た上で、８月からは３階食堂もオープンし、

河北町のご当地メニュー等の提供を行ってお

ります。こうしたことを踏まえ、令和６年度

から道の駅河北の指定管理者として、河北町

公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関

する条例に基づきまして、株式会社べに花の

里振興公社を特例により選定しております。 

   また、河北町どんがホールの指定管理者に

つきましては、現在特定非営利活動法人元気

ｎｅｔかほくが担っておりますが、令和５年

度末で指定管理期間が終了することになりま

す。令和６年度からの新たな指定管理者を指

定するに当たり、公募による募集を行った上

で、応募のあった事業者から選定委員会を開

催し選定しております。 

   ご質問にあります選定方法につきましては、

平成22年12月28日付総務省からの指定管理者

制度の運用についての通知に基づき、実施し

ております。 

   その通知内容でございますが、「指定管理

者の指定の申請に当たっては、住民サービス

を効果的、効率的に提供するため、サービス

の提供者を民間事業者から広く求めることに

意義があり、複数の申請者に事業計画書を提

出させることが望ましい。一方で、利用者や

住民からの評価等を踏まえ、同一事業者を再

び指定している例もあり、各地方公共団体に

おいて施設の態様等に応じて適切に選定を行

うこと」という内容のものであります。 

   町といたしましては、この通知の趣旨を踏

まえて、施設の態様に応じ、また更新の際は

中間検証を行うなど、適正な選定に努めてい

るところであります。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） どうも丁寧なご答弁、

ありがとうございました。 

   それでは、再質問に入らせていただきます。 

   まず、一番最初のひなまつりについてでご

ざいますが、ひなまつりについては、ひな市

通りと紅花資料館で行われているわけですけ

れども、先ほどの答弁では６万5,000人もの人

が来て大変にぎわったという話でありますが、

感覚的に捉えますと、ひな市通りと紅花資料

館、会場が２つに分かれているような、そう

いう感じがいたします。 

   そこで、この当日、今年は４月１日、２日

だったわけですけれども、当日、紅花資料館

のほうへの来場者は何名だったのか教えてい

ただきたいことが一つあります。 



 - 97 - 

   あと紅花資料館のひなまつりは、いつから

いつまでやっているのか、その期間について

もお知らせいただきたいと思います。谷地の

ひなまつりというのは、今年は４月１日、２

日、土日だったんですけれども、紅花資料館

はひなまつりとしてはいつからいつまでを開

催期間としたのか、教えていただきたいと思

います。 

   もう一つは、答弁書のほうにありました、

「公開会場を新たに３か所増加し、さらに観

光協会による個人所有のひな人形をお借りし

た時代びなの公開の再開を予定しております。

それ以外にも新たな個人公開宅や個人所有の

ひな人形の借用についても、調整を進めてい

るところでございます」という答弁がありま

したが、この点についてもう少し具体的に教

えていただきたいと思います。 

○丹野貞子議長 鈴木英友議員に申し上げます。 

   再質問ですので、いいですか、１つずつ。

お願いいたします。 

○９番（鈴木英友議員） それでは、最初の質問

に戻させていただきます。 

   まず、ひなまつりのことについてですね。 

○丹野貞子議長 １つずつ。すみません。 

○９番（鈴木英友議員） ひなまつりについて、

私としては谷地のひな市通りと紅花資料館の

２会場に分かれているような感じがするんで

すけれども、その辺はどのようにお考えにな

っているか、まずお伺いしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 ９番議員の再質問にお

答えいたします。 

   谷地ひなまつりにつきましては、ひな市通

りを中心とした、どんがホールも含めまして

行っておりますが、その一つとして紅花資料

館での時代びなの展示も続けております。紅

花資料館での時代びなの展示ということでは、

２月10日金曜日から４月12日水曜日までの期

間、実施させていただいております。入館者

数でございますが、ちょっと手持ちに資料を

準備しておりませんので、後ほど答弁させて

いただきたいと思います。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） それでは、先ほど大変

すみませんで失礼いたしました。 

   答弁書の中にありました「公開会場を新た

に３か所増加し、さらに観光協会による個人

所有の人形をお借りした時代びなの公開の再

開を予定しています。それ以外にも新たな個

人公開宅や個人所有のひな人形の借用につい

ても、調整を進めているところであります」

という答弁がありましたけれども、具体的に

教えていただけますでしょうか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 このたび予定しており

ます令和６年３月30、31日に予定しておりま

すひなまつりの事業計画の中では、新たに実

行委員会としてＰＲも含めた形で公開展示と

いう箇所につきましては、谷地八幡宮、それ

からちょうど北口になるんですかね、菊地邸、

さらには安部権内邸を予定しております。こ

の３か所が新たな、今回実行委員会として展

示会場としております。 

   あとそのほかに町内のおひな様をお借りし

て展示公開するということでの調整中という

ことではございますが、ご承知のとおり町内

のおひな様をお借りして、場所もお借りして

展示するというのは非常にハードルが高いと

認識いたしております。まずは、お貸しいた

だける方、それと公開する場所、あとはその

ひな人形を取扱いのできる方、この３つのこ

とがしっかり整わないと、なかなか安全で安

心な展示はできないと認識しております。こ

ちらのほうは現在、実行委員会のほうでいろ

いろと情報収集をしながら、現在調整させて

いただいているところでございます。 
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○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） 課長のほうから、今説

明ありがとうございました。 

   そこで一つ私からもお願いなんですけれど

も、その個人公開宅の人形を今一生懸命調整

中ということなんですが、前の私の質問要旨

の中にもありましたとおり、この町では以前

は観光協会でひなカレンダーというものを何

年かにわたって作ってきました。それには、

どのお宅でどの人形を持っていて、その人形

はどういうものなのかまで詳しく書いてある

んですね。私はそれはすごい財産だと思うん

ですよ。 

   ですから、当たるにしましても、まずそれ

を、ただ単に昔の記録としてとどめておくの

じゃなくて、まずあのひなカレンダーを最大

限に利用して、そこから先にこれこれに生か

す、まず当たってみる、そしていい人形は個

人宅で無理であれば、例えば役場の町民ホー

ルに飾るとか、そういう段取りが上がると思

いますので、せっかくあれだけいい資料があ

るんですから、それを十分に生かして、今回

もどんどんと公開していただけるお宅を集め

るという言い方はおかしいですけれども、広

げていっていただきたいと思いますが、どう

でしょうか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 ご指摘ございましたと

おり、そうしたこれまでの実績がございます

ので、十分そちらのほうを参考にしながら進

めてまいりたいと思っております。 

   それと、先ほど保留しておりました４月１

日、２日の紅花資料館の入館者数でございま

すが、１日土曜日におかれましては233名、２

日日曜日に関しましては286名となっている

ところでございます。大変失礼いたしました。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） ありがとうございまし

た。 

   では、続きましてベニバナについてよろし

いでしょうか。申し上げます。 

   まず、ベニバナ振興については先ほど町長

からの答弁いただきまして、私、全く同感で

あります。やはりこの町においてはベニバナ

については産業振興資源と考えるよりも、や

はり観光振興資源として捉えていったほうが、

数少ないこの町にとっての観光資源の貴重な

一つでありますので、ぜひそちらのほうでま

ずはどんどんと振興を図っていただきたいと

思います。 

   特に、先ほど説明にありましたよりよい観

光資源にすべく、来年は修景地の場所を目立

ちやすく、かつ近くに駐車できる場所がある

ようなところに選定し、引き続きフォトスポ

ットづくりや訪れたくなるような工夫を行い

ながら、修景地として遠くから見るだけでな

く、より近くで身近に見て感じていただける

ように工夫してまいりますという答弁があり

ましたけれども、ここでぜひ参考にしていた

だきたいのは、中山町の柏倉九左衛門邸ある

わけですけれども、あそこはちょうど柏倉門

邸の前、門前がベニバナ修景地として、数少

ない中山町では修景地としてあるわけなんで

すが、ベニバナ修景地なんですけれども年中

ベニバナがあるわけではないんです。何もな

くても、あ、ここがベニバナ畑なんだなとい

う形で、観光に来た方も大変、ここにベニバ

ナがあるんだなということで、大変そういう

意味では散歩しているというのがあるらしい

ので、ぜひそういう意味からすると、やはり

紅花資料館の周りにぜひベニバナ修景地をつ

くって、時期的には確かにベニバナはないか

もしれませんけれども、そういう雰囲気づく

りというのは努めていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

   続きまして、再質問に移らせていただきま
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すけれども、郷土資料等の保存についてなん

ですが、答弁では中央図書館の古文書庫や交

流館遊蔵、あと町民体育館の東にある倉庫、

旧溝延幼稚園の一室に保存しているというこ

とでありましたけれども、恐らくそこはもう

どこもいっぱいで、本当にただ物置代わりに

なっているんじゃないかと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 ご質問に

あるように、今現在の保管している場所につ

いては、現在どこも手狭な感じになっており

ます。若干まだ溝延幼稚園の一室のほうが、

まだ少し置き場所があるかなという程度に今

のところなっている状況にあります。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） そういう状態であれば、

なおさらやはり１か所に集めるような工夫を

して、ただ単に物置代わりにするのではなく

て、先ほど前の議員からありましたけれども、

それこそ学校の空き教室や空いた図書館あた

りをうまく利用して、町民に開放できるよう

な、いつでも町民が見られるような、そうい

う施設を利用すべきであるだろうと思います。 

   答弁書の中にも確かに湿度の問題でありま

すとか、温度の問題でありますとかありまし

たけれども、それは幾らでも解決できる方法

があると思いますので、やはりこれからます

ますそういう資料は貴重なものになってきま

すし、大変失礼な言い方になるかもしれませ

んけれども、郷土資料に携わった方や町の歴

史に携わった方でお亡くなりになった方、先

人の方が残してくれた資料なんていうのは、

まだご自宅に保存しているものもたくさんあ

ると思うんですね。そういうのはやがてはう

せてしまうんです。そういうものを残すため

にも、保護するためにも、やはりそういう１

か所のステーション的なものをつくったほう

が、絶対私は町のためにもなると思うんです

けれども、それについてはどういうふうにお

考えでしょうか。ぜひ私としてはそういう場

所をつくっていただきたいと思いますが、町

長どのようにお考えですか。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 町長の答

弁でも申し上げましたとおり、１か所に集め

て保管、保存するというのはやはり理想的だ

と私どもも当然考えておりますが、今現在そ

ういった場所が適切な場所がないというとこ

ろと、学校のあり方検討委員会をまだやって

いる途中で、どうなるかまだ分からないわけ

ですから、学校が使えるという保障も当然今

のところありませんが、恐らくどこかが空い

てくるのであれば、そういったことも当然検

討しなければならないとは考えているところ

であります。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） ありがとうございまし

た。ぜひ検討の余地に入れていただきたいと

思います。 

   続きまして、指定管理についてなんですけ

れども、道の駅河北の指定管理者の候補者の

選定についてなんですが、先ほどいろいろ説

明を受けたんですけれども、そもそも河北町

の公の施設に係る指定管理者の指定手続に関

する条例第４条というのがあるわけなんです

ね。先ほども説明ありましたけれども。それ

に今回の道の駅は該当するのでしょうか。ま

ず、そこについてお伺いしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 公の施設

に係る指定管理者の指定手続に関する条例第

４条の規定でありますけれども、施設の性格
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等、機能等考慮して、本町が出資している法

人、公共団体または公共的団体等を候補者と

して選定することができるという規定があり

ますので、振興公社を指定管理者の選定とし

て選んだのは特に、条例の規定どおりかなと

は考えております。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） そうしますと、河北町

どんがホールのほうについては、今回はちょ

うど候補者がいた、申請者がいたから公募扱

いにしたんだということになるかと思うんで

すけれども、道の駅河北についてはどうだっ

たんでしょうか。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 指定管理

者の指定に当たっては、基本的には公募が望

ましいというのが総務省からの通知も当然あ

りますので、それが望ましいことは重々承知

しております。当然道の駅に関しても、公募

というのを想定し、いろいろなほかでやって

いるような業者さんとかに担当課のほうでい

ろいろ当たってもらったと聞いておりますが、

なかなか条件に見合った業者がないというこ

とと、今年振興公社のほうが管理業務を受け

て、今現在も頑張って運営してもらっている

わけです。来年も引き続きやりたいというよ

うな、当然振興公社からの意向もあったと思

いますので、特例にして選定したという経過

になっていると考えております。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） 今現在、振興公社のほ

うからそういう形で運営管理をしてもらって

いるので、来年以降もやりたいということが

あったからということなんですけれども、例

えばほかの民間の業者が指定管理、道の駅管

理運営やりたいと手を挙げる業者がいた場合

なんかはどうなるんですか。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 道の駅は

今回特例で、どんがホールは公募になったわ

けですけれども、指定管理の状況につきまし

ては、どういった状況で管理してもらってい

るかというのを当然担当課のほうで検証して

おりますし、基本的には大体５年間継続して

やりますから、５年の中で町としてもどうい

った内容で運営してもらっているかというの

を検証しております。その検証結果があまり

よくなければ、当然公募して別な業者という

のを考えなければならないわけでありますけ

れども、良好な状態で管理してもらっている

ということと、受けている業者さんが引き続

きやりたいという希望があれば、特例も当然

あり得るわけですが、別な団体、業者さんと

かが自分のところでぜひやらせてほしいとい

う声があれば、それを排除するというような

理由が特段なければ、当然公募してやるもの

と考えております。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） 道の駅のほうについて

は、今までそういう管理運営をやってきた業

者がいたから、だから引き続きやってもらう

んだということなんですけれども、今までは

管理指定でなくて、業務管理ですか、結局管

理指定ではなかったわけですね。今まで指定

管理については誰もいなかったわけです。 

   そこに来て、今のような答弁ですと、例え

ば業者がいた場合、やってもいい、やりたい

という業者がいた場合は、当然公募扱いにし

なければいけない。原則公募扱いになります

よね。いなかったからというのは、それはあ

くまで結果論であって、いるかいないかとい

うのは分からないじゃないですか。どうなん

でしょうか。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課
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長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 公募しな

ければ、手を挙げる業者がいなかったという

のも結果論かとは思いますけれども、現在今、

道の駅のほうにつきましては、振興公社さん

のほうで管理業務をしてもらっていて頑張っ

てやってもらっているわけです。それで、そ

のまま引き続きやりたいという意向が当然、

継続してやっていきたいという意向がありま

すので、それをもって特例でこの第４条の規

定で決めたというふうに、町のほうでは決定

したというような内容になっております。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） そうしますと、今まで

ずっとやってきてもらっているから、ここで

誰かが手を挙げても、今までそういうように

やってきてもらったから、もうそっちにする

んだよということですよね、結局は。そうい

うふうに捉えていいんですか。 

○丹野貞子議長 「河内副町長」 

○河内耕治副町長 町の公共的な施設につきまし

ては、運営方法につきましては指定管理とい

うことでやっている施設は複数ございます。

サハトべに花もそうです。町民体育館もそう

です。町民プールもそうです。ひなの湯、ひ

なの宿もそうです。 

   これらは町が公共施設を管理運営してもら

うための第三セクターの会社を設立いたしま

した。そちらのほうに公共施設を管理しても

らうと。株式会社という形は取っております

けれども、より民間に近い形で極力行政側か

らの、町からの指定管理料は低く抑えて、営

業努力で運営費を捻出というか稼いでもらい

たいということで、町の財政負担を限りなく

軽減を図りたいと。 

   同じ考えで今回道の駅もやらせていただき

ました。これまで公募によって複数の民間の

事業者がやってまいりましたが、３者になる

んでしょうか、非常に運営的に厳しいと。指

定管理料を上げてほしいという話も過去には

ございました。そういった中で、若干の変動

はあったんですが、そんなに大きな金額、莫

大な金額を投資して道の駅を運営してほしい

と町民は考えるのかということが根本にござ

います。 

   妥当な金額でやっていただけるところとい

うところで、その妥当な金額というのはほか

の道の駅を実際に今運営している実績のある

事業所とのやり取りもしました。金額は非常

に大きな差があるというか、数倍になるよう

な指定管理料をもらわないと、あの立地条件

ではできないというような話もいただいてお

ります。 

   そうした中で、振興公社としても条件は同

じですので厳しいんですが、町の公共施設の

管理を預かるという目的で設立された会社で

ございますので、そこは何とか会社全体で経

営的に持っていけるように、町で想定した指

定管理料で何とかやれるように頑張ろうとい

うことで手を挙げて、特例になりますけれど

も、選んでいただきたいということで希望し

たところでございます。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） 今、河内副町長からあ

ったんですけれども、今まさに副町長がおっ

しゃったのが、今回指定管理を特例扱いにし

た理由なんですね。特例扱いにした理由なん

です。非公募扱いにした、この第４条の特例

扱いでやったんじゃなくて、今の理由があっ

て特例扱いにしたわけなんです。そういうこ

とだと思うんですね。 

   ですから、私が言いたいのは、別に原則公

募扱いにしなきゃいけないんですけれども、

必ず公募扱いにしろというんじゃなくて、特

例扱い、非公募扱いにした場合には、何で非

公募扱いにしたのか、特例扱いにしたのか、
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その理由をちゃんと公にしなければいけない

んじゃないですかということを言いたいんで

す。 

   まさに今の道の駅については、河内副町長

がおっしゃったようなことがその理由になる

かと思います。ほかにも例えば理由としては、

公募はしたけれども誰も応募者がいなかった

とか、あと実際応募者がいたけれども、基準

を満たしていなかったとか、あとは施設の指

定管理者としての例えば更新の場合は、今ま

でやってきた業者が更新の時期を迎えても今

までの実績を踏まえて、また継続するのにも

何ら問題がないからとか、そういういろいろ

な理由があって非公募扱いをするんじゃない

かと思うんですね。 

   ですから、非公募扱いが駄目だとか、特例

扱いが駄目だとかじゃなくて、原則公募なん

だけれども特例扱いになった場合は、何で特

例扱いにしたのかということで、一つ一つそ

ういうふうに、例えば紅花資料館は観光協会

さんがやってますけれども、町の観光、文化

的な施設であるからとか、そういういろいろ

な理由があると思うんですね。だから、その

理由をちゃんと明確に、例えば町民にお知ら

せしなければ、みんな町民は何であそこ、い

つの間になったんだ、何であそこそうしてる

んだという声がやっぱりいつまでも絶えない

わけなんですね。 

   ですから、私としてはぜひ非公募扱いにす

る場合には、非公募扱いにする理由を、第４

条に基づき非公募扱いにしたじゃなくて、こ

ういう理由で第４条に基づき非公募扱いにし

た、その理由の部分を明確にしていただきた

いと思います。いかがでしょう。 

○丹野貞子議長 「河内副町長」 

○河内耕治副町長 指定管理者選定に当たっての

選定経過等についての公表は、これまでして

いなかったところですけれども、今９番議員

がおっしゃったように、そこを町民の方に分

かりやすく説明したほうがいいのではないか

というご意見でございますので、そこはどの

ようにお知らせするかを考えてみたいと思い

ます。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） ぜひこの指定管理業者

の扱いについては、前々からいろいろ問題も

あると思います。必ず原則公募扱いだと、い

や特例あるから特例でやるんだという考えあ

りますけれども、やはり繰り返しになります

けれども、町民は何で公募扱いにしないのか、

その理由を一つ一つの施設について本当は明

確にしておくべきではないのかなと。そうす

れば、誰もちゃんと理解もするでしょうし、

例えばそれは広報にもするなり、ホームペー

ジにもするなりそれはいいんですけれども、

やはり公にしておいたほうが説得性があると

いうか、理解していただけるんじゃないかと

思いますので、それはぜひやっていただきた

いと思います。 

   以上をもちまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。 

○丹野貞子議長 以上で９番鈴木英友議員の一般

質問を終わります。 

   以上で一般質問を終わります。 

   議長から申し上げます。 

   ここで昼食のため午後１時まで休憩としま

す。 

     休 憩  午前１１時４２分 

     再 開  午後 １時００分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

○丹野貞子議長 日程第２、議案の審議、採決を

行います。 

   お諮りします。 

   議案が事前に配付されておりますので、審

議の際の議案の朗読は省略したいと思います。

これに異議ありませんか。 
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   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、議案の朗読は省略することにしま

す。 

   議事の都合上、令和５年度河北町一般会計

第７回補正予算に関する議案について先議し

ます。 

○丹野貞子議長 議第74号河北町都市公園条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題と

します。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 議第74号河北町都市公

園条例の一部を改正する条例の制定について

ご説明いたします。 

   この条例は、河北中央公園内に設置してい

る有料公園施設であるテニス練習コートの用

途変更を行い、施設使用料と夜間照明設備使

用料を無料とし利用者の拡充を図るため、使

用料の額について河北町都市公園条例別表第

３の示すとおり改めるものです。 

   なお、本条例の施行日は令和６年４月１日

からであります。 

   以上ご審議の上、ご可決賜りますようお願

い申し上げます。 

○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   確認いたします。７番ですね。 

   それでは「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 議第74号河北町都市公

園条例の一部改正議案について質疑いたしま

す。 

   説明にもありましたが、中央公園にあるテ

ニス練習コートを変更するんですね。どんな

ふうに変更する予定かということと、それと

これの使い方、どんな使い方、要するに利用

者がどんな手順で利用できるようにするのか。

無料になりますので、どんな感じにするのか

ということについてお聞きしたいと思います。 

   このテニス練習コートについては、照明設

備も同じように無料で使えるというふうな内

容なのかと思いますが、そこも確認したいと

思います。 

   以上お聞きします。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 今ご質問にあったとこ

ろのお答えを申し上げます。 

   テニス練習用コートの用途変更についてで

ございますが、今のところ次の補正予算で上

げていますバスケットボールリングを設置し

て、ハーフコートのバスケットコートを設置

して、こちらを無料で開放したいというよう

な形で考えているところです。 

   無料ということで考えていますので、管理

といいますのが、今のところですが朝の９時

から夕方５時までの間、無料で開放するとい

う予定でございまして、そのため照明灯のほ

うの使用はなくなるかと思われます。 

   以上です。よろしくお願いします。 

   借りる手順は、空いている間、ご自由に使

っていただくという形になっております。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 仕事をして、そこでそ

のバスケットコートのハーフコートで３対３

ぐらいで、ゴールリングは１つだけというよ

うなことを考えているようですけれども、夕

方５時までとなると、仕事をしている人たち

とかは全く使えないというふうになると思い

ます。 

   全体としてはフェンスか何かで囲われてい

るということで、管理する人が９時に開けに

行って５時に閉めるというみたいなことを考

えているんでしょうか。あらかじめ予約をし

て借りなきゃいけないとかということは、借
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りたりもすることができるのかどうか。 

   それから、５時に閉めるというのは管理す

る人の都合だと思うんですが、そうしないよ

うにするには使っている人が鍵を預かって、

その鍵をあそこの管理人がいる建物がありま

すから、そこの鍵受けのボックスか何かに鍵

を返しておくとか、そういうふうにすればも

っと夏なんかは７時過ぎまで使えますからね、

そういった使うとか、あるいはせっかくある

照明設備を使えば、もっと長い時間も利用い

ただけるんじゃないかと思うんですが、そう

いったことを考えるべきだと思いますが、い

かがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 まず、仕事をしている

方が使うには５時では短いのではないかとい

うことを、まずお答えします。 

   今のところ、平日は小学生なんかが使える

のではないかという想定と、あと中学、高校、

一般の方は土日の利用を想定しているという

形で考えております。それによって５時まで

で、今のところ考えていたところでございま

す。 

   予約ができるかということについてですが、

今のところ特に予約等は考えておりませんの

で、空いているときにご自由にお使いいただ

きたいということになります。もし何か大会

とか、そういうことで予約したいというので

あれば、専用の申請もございますので、そち

らで対応できるのではないかと考えていると

ころでございます。 

   鍵の管理なんですけれども、一応今のとこ

ろ私どものほうでも今から検討課題でもある

んですけれども、一応今のところは５時で閉

めるという形を考えているところでございま

す。 

   また、照明ということなんですけれども、

使えるのではないかということなんですけれ

ども、一応河北中央公園は住宅地に近いもの

ですから、なるべく騒音とかの苦情がないよ

うな形を考えたいので、今のところは５時と

いう形で考えているところでございます。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） その隣にあるテニスコ

ートはそのまま利用するというふうになるわ

けですから、どの程度の利用があるか分かり

ませんけれども、せっかくバスケットボール

コートを造るのであれば、利用時間は５時で

切るというのはちょっと、いかにも管理する

側の都合に合わせているのではないか。それ

以上使いたいときには鍵を預かって、それで

終わったときに閉めてもらって、鍵受けボッ

クスか何かに返してもらうというような方法

などもあるんではないかと思います。ぜひ検

討してもらいたいんですが、いかがでしょう

か。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 分かりました。今後に

向けて検討していきたいとは思いますが、今

のところは５時で、あとは利用者のご利用の

状況、またはご希望がありましたら検討して

いきたいと思っております。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 以上で７番木村章一議員の質疑

を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第 74号河北町都市公園条例の一
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部を改正する条例の制定については、原案の

とおり可決しました。 

○丹野貞子議長 次に、議第67号令和５年度河北

町一般会計第７回補正予算についてを議題と

します。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   確認します。７番、８番、９番、10番、14

番、落ちありませんか。 

   ここで議長から申し上げます。 

   お諮りします。 

   本日はこれをもって延会としたいと思いま

す。これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本日はこれにて延会とします。 

   明日12月８日は午前９時までご参集願いま

す。 

   お疲れさまでした。 

午後１時１０分  延 会 
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